
１ 

総務委員会会議録 

 

平成２８年１２月１５日(木) 

（開 会） １０：０５   

（閉 会） １７：３９   

【 案  件 】 

１．議案第１５９号 専決処分の承認(平成２８年度 飯塚市一般会計補正予算(第５号)) 

２．議案第１２５号 平成２８年度 飯塚市一般会計補正予算（第６号） 

３．議案第１３８号 飯塚市税条例の一部を改正する条例 

４．議案第１４３号 飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例 

５．議案第１５０号 財産の譲渡（幸袋西町集会所建物） 

６．議案第１６０号 平成２８年度 飯塚市一般会計補正予算(第７号) 

７．議案第１６１号 平成２８年度 飯塚市国民健康保険特別会計補正予算(第３号) 

８．議案第１６２号 平成２８年度 飯塚市介護保険特別会計補正予算(第３号) 

９．議案第１６３号 平成２８年度 飯塚市後期高齢者医療特別会計補正予算(第２号) 

10．議案第１６４号 平成２８年度 飯塚市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第３号) 

11．議案第１６５号 平成２８年度 飯塚市駐車場事業特別会計補正予算(第２号) 

12．議案第１６６号 平成２８年度 飯塚市学校給食事業特別会計補正予算(第２号) 

13．議案第１６７号 平成２８年度 飯塚市水道事業会計補正予算(第２号) 

14．議案第１６８号 平成２８年度 飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計補正予算(第２号) 

15．議案第１６９号 平成２８年度 飯塚市下水道事業会計補正予算(第２号) 

16．議案第１７０号 飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

17．議案第１７１号 飯塚市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

18．議案第１７２号 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

19. 請願第 １０号 「原子力依存からの撤退を求める意見書」の提出を求める請願 

20. 入札制度について 

 

【 所管事務調査 】 

１.市有財産の管理について 

 

【 報告事項 】 

１．飯塚市中心市街地活性化の取組状況について         （地域連携都市政策室） 

２．「飯塚市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進捗状況について    （総合政策課） 

３．平成２８年度職員採用試験の実施状況について              （人事課） 

                                          

 

○委員長 

 ただいまから総務委員会を開会いたします。 

案件が前後しますが、「請願第１０号「原子力依存からの撤退を求める意見書」の提出を求

める請願」を議題といたします。お諮りいたします。本請願につきましては、慎重に審査する

ため閉会中に開催予定の委員会において紹介議員から趣旨説明を受けたのちに審査を行うとい

うことで、本日は継続審査といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本件は、継続審査とすることに決定しました。 

「議案第１５９号 専決処分の承認（平成２８年度 飯塚市一般会計補正予算(第５号））」
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を議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○財政課長 

 議案第１５９号の専決処分の承認についてご説明させていただきます。 

平成２８年度 飯塚市一般会計補正予算（第５号）につきましては、地方自治法第１７９条

第１項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、報告を行い、承認を求めるものでありま

す。 

この専決処分につきましては、去る９月１２日及び９月１８日の大雨による災害のため、そ

の災害復旧に要する経費を補正するものでございます。配布いたしております補正予算資料、

１０月３日専決と記載している分によりご説明いたします。 

１ページをお願します。今回の専決処分による補正につきましては、一般会計で２８８１万

１千円を追加いたしております。 

２ページをお願します。今回の補正の概要について、ご説明させていただきます。 

歳入では、災害復旧費等に係る財源をそれぞれ計上しております。対象事業に係る国庫支出

金は、河川災害復旧費負担金で６００万３千円を追加し、同じく各災害復旧事業に係る市債

１０４０万円を計上しております。残る一般財源不足分として財政調整基金１２４０万８千円

を繰入れ、財源調整をしております。 

次に、歳出についてご説明いたします。災害復旧費では、費目ごとに被災箇所数と主な被災

箇所等を記載しております。道路橋りょう災害復旧費では、飯塚地区の平原１号線など５カ所

の災害復旧に係る経費６６０万円を計上しております。河川災害復旧費では、飯塚地区の古野

川、穂波地区の舎利蔵川の災害復旧に係る経費１０３５万円を計上しております。都市施設災

害復旧費では、飯塚地区の市民公園など３カ所の災害復旧に係る経費５１０万円を計上してお

ります。農業施設災害復旧費では、庄内地区の入水の農道、穂波地区の太郎丸のため池に係る

災害復旧に係る経費２８４万８千円を計上しております。その他公共及び公用施設災害復旧費

では、筑穂地区の平塚の公民館敷、頴田地区の勢田の法面の災害復旧に係る経費３９１万３千

円を計上しております。 

今回の災害につきましては、予備費等で緊急に対応した分と合せまして、飯塚地区１３カ所、

穂波地区２カ所、筑穂地区１カ所、庄内地区１カ所、頴田地区１カ所、合計１８カ所となって

おります。 

繰越明許費につきましては、河川各所災害復旧工事について、年度内の事業完了が見込めな

いため設定するものでございます。 

 ３ページ以降に、今回の補正に係る歳入・歳出予算額の推移表及び市債・基金の状況表を添

付しております。内容の説明につきましては省略させていただきます。  

以上、簡単ではございますが説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 災害復旧ということなんですけれども、２ページに国庫支出金、国庫負担金がありますけれ

ども、県の負担金というのは計上がないようですけれども、これはどういう事情でしょうか。 

○財政課長 

 今回の災害については、県の支出金というか補助に該当するものがございませんでした。 

○川上委員 

 それは、事業として県に相談したけれども不採択となったとかいうことなのか、それともそ

もそも市のほうで該当がないということで出さなかったのかお尋ねします。 

○財政課長 

 今回の災害については、県の補助の該当になるもの、制度としてそういうものがなかったと
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いうことになります。 

○委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第１５９号 専決処分の承認（平成２８年度 飯塚市一般会計補正

予算（第５号））」については承認することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は承認すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１２５号 平成２８年度 飯塚市一般会計補正予算（第６号）」を議題とい

たします。執行部の補足説明を求めます。 

○財政課長 

 「議案第１２５号 平成２８年度飯塚市一般会計補正予算（第６号）」の概要についてご説

明いたします。別に配布いたしております補正予算資料、先ほどの１０月３日専決と書いてい

ない分ですね、をお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。今回の補正につきましては、一般会計で、先ほどご承認いた

だきました１０月３日専決後の予算額に、２２６６万９千円を減額いたしまして、補正後の予

算総額を７２７億２３５２万６千円にしようとするもので、表の下に記載しておりますように､

前期の実績に基づいた経費の見直しと今後見込まれる所要額を補正するものでございます。 

次の２ページ以降に主な補正予算の概要を費目ごとにまとめ、左側に予算書のページを記載

しております。その主なものについてご説明いたします。 

まず、歳入からご説明いたします。市税につきましては、異動調定・前期実績をもとに個人

市民税、法人市民税が増額、設備投資等の影響により固定資産税が増額、市たばこ税が当初見

込みより減額となったことなどにより、総額で２億１４３７万３千円を増額しております。譲

与税及び交付金の地方消費税及び社会保障財源交付金は、地方財政計画等の見込みにより、総

額で４億５７０６万６千円を減額しております。地方交付税の普通交付税は、交付額の確定に

より２億９８３万７千円を増額しております。なお、臨時財政対策債を含めた実質的な交付税

総額は２６７万８千円の減となっております。国庫支出金につきましては、補助対象事業費の

増減等に伴う補正額を計上しております。 

３ページをお願いいたします。３ページの中ほどから４ページにかけまして、県支出金につ

きましても、補助対象事業費の増減等に伴う補正額を計上しております。 

４ページをお願いいたします。財産収入につきましては、主に基金の運用収入を増額してお

ります。繰入金につきましては、今回の補正による財源調整で、財政調整基金の繰入を８億

１９８万１千円減額しております。繰越金につきましては、前年度繰越金を６億１６０７万

６千円追加いたしております。主な要因といたしましては、国の経済対策交付金等により前年

度決算上の剰余金が大きくなったものでございます。市債につきましては、今回計上しており

ます起債対象事業費の増減等に伴う補正額を計上しております。市債の最後、歳出の直前に記

載いたしております、普通交付税から赤字地方債への振り替え分であります臨時財政対策債に

つきましては、額の確定により減額しております。 

５ページをお願いします。歳出についてご説明いたします。職員人件費につきましては、退

職者の増などにより、表に記載しておりますように、一般職で職員数が当初見込みから１３人

減少しており、任期付職員・再任用職員の未採用、その他の増減要因と併せて一般・特別会計
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の合計で１億１４０７万１千円を減額しております。 

総務費、人権同和推進費の人権啓発センター・同和会館整備事業費では、国の補正予算によ

り実施される県補助事業が採択されますことから、平成２９年度計画事業の一部前倒しとして

県補助４分の３を活用しまして、立岩会館の生活改善室改修工事を行う経費を計上するもので

す。 

諸費のその他の諸費では、空き家対策事業において、老朽危険家屋解体補助金の申請が今後

ふえる見込みであることから、増額するものです。 

民生費、高齢者福祉費の高齢者福祉施設等整備補助事業費では、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の整備について、申請事業所が１事業所見込みよりも減ったため、施設整備に

係る補助金を減額するものです。また、地域包括支援センターの受託事業所で介護サービス提

供体制の整備を要する事業について県との協議が整いましたので当該事業の補助金を計上いた

しております。 

６ページをお願いいたします。障がい者福祉費の障がい者福祉事業費では、障がい児通所支

援事業費において、児童発達支援給付及び放課後等デイサービス給付の件数の増により増額を

しております。同様に、障がい者自立支援費の障がい者自立支援給付事業費においても、介護

給付及び訓練等給付件数の増により給付費の増額をしております。 

臨時福祉給付金給付費では、経済対策臨時福祉給付金の関連経費を計上しております。今回

の経済対策臨時福祉給付金は、課税扶養親族及び生活保護者を除く市民税均等割非課税者に対

し、一人あたり１万５千円が支給されるもので、対象者を３万２千人と見込んでおります。 

児童措置費の私立保育所等保育措置費では、市内及び市外私立保育所施設整備型給付費、私

立認定保育施設型給付費をいずれも入所見込み数の減により減額するものです。 

保育所費の職員給与費では、臨時職員であります保育士が当初の見込み数より減となること

から減額するものです。 

７ページをお願いいたします。農林水産業費、農業土木費の各所新設改良事業費では、平成

２９年度事業として筑穂元吉の小井手井堰改修を行う予定としていますが、井堰の設置に期間

を要することから、実施設計を事前に行うため計上するものでございます。 

県営農業生産基盤整備事業費では、浸水対策事業として鯰田井手ノ上用排水路改良事業を県

営事業として行うこととして、負担金を計上しておりましたが、費用対効果の面で事業性が低

いとの判断から、本事業計画が廃止となったため減額するものです。なお、当該地域の浸水対

策事業については、当初計画に振り戻して実施していく予定としております。 

商工費、商工業振興費の商工業振興事業費では、地方創生人材育成・定着促進事業として、

中学生から大学生を対象とした最先端ＩｏＴを学ぶキャンプを通して地域リーダーとなれる人

材を育成し、その人材育成事業等で確保される人材を武器にＩｏＴ企業の誘致活動を実施する

ための経費を計上しております。 

土木費、土木総務費のその他の土木総務費では、大規模建築物耐震改修促進事業として麻生

飯塚病院の耐震補強工事に対する改修補助金を計上しておりましたが、設計が終わっておらず、

今年度中の執行が見込めないため減額するものです。 

道路橋りょう新設改良費の立岩・上三緒線歩道新設事業では、地権者との協議に時間を要し、

今年度中の執行が見込めないため減額するものです。 

街路事業費の国県道整備事業費では、県道新飯塚潤野線整備事業において県事業の進捗が見

込めないため減額するものです。 

８ページをお願いいたします。下水道費、浸水対策事業費では、鯰田の浦田第一雨水幹線整

備事業において、地権者との協議に時間を要し、今年度中の執行が見込めないため減額するも

のです。 

消防費、災害対策費の防災事業費では、防災行政無線（同報系）の整備において、当初では、
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工事費での更新を計画していましたが、事業実施に向け調査設計を行い精査した結果、親局の

システム改修が主要であり、業務委託実施とするよう見直しをしたため、減額するものです。 

次に、河川監視カメラ整備事業費ですが、飯塚地区に設置しています９台の河川監視カメラ

システムについては、平成１６年度に設置・運用を開始したものが大半で、故障対応修繕部品

の調達が難しいため、クラウド方式に変更し更新するための経費を計上しています。 

教育費、小学校費、学校整備費の統合・大規模改造事業費及びその３つ下になりますが中学

校費同じくにおきましては、引越し時期が平成２８年度から平成２９年度と変更になったため、

校用備品費、教材備品費などを減額するものです。 

繰越明許費の補正は、「立岩会館改修工事」以下６件につきまして、年度内の完了が見込め

ないため追加いたしております。また、「防災行政無線（同報系）設備更新工事」につきまし

ては、委託料へ変更するため廃止いたしております。 

債務負担行為の補正は、「街なか循環バス運行業務委託料」以下５件につきまして、契約等

に伴い、債務が後年度にまたがるため追加するものでございます。また、「路線価格評定委託

料」以下２件につきましては、契約の確定により限度額の変更を行うものでございます。 

１５ページ以降に、今回の補正に係る歳入・歳出予算額の推移表及び市債・基金の状況表を

添付しております。内容の説明につきましては省略させていただきます。 

以上で、補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 予算書の４ページ、第１表に歳入歳出予算補正があります。今回の補正については、歳入に

ついては全体として市税が２億１４３７万円余増となり、加えて、繰越金が６億１６０７万円

余の増があり、これとのかかわりで財政調整基金の繰入金が８億８９１万円余、減となったと

いうように、大きく見ることができると思いますけど、そういう捉え方でよろしいでしょうか。 

○財政課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 そこで質問ですけれども、繰越金について、補正前３億円であったものが２倍になるという

ことになっとるわけですね、現状で。これについては、要因、それからどう見ているのかお尋

ねしたいと思います。 

○財政課長 

 説明の中でも少し触れましたけども、近年、経済対策関連の交付金がありまして、その分が

まずある。それから、大型事業を行ってる関係で執行残が生じている。そういったことで繰越

金が出てるということでございます。 

○川上委員 

 そもそも繰越金の見込みが過度に低かったのではないかと思いますけど、その辺については

どうでしょう。 

○財政課長 

 過度に低かったということでございますけども、この３億円というのは見積もりというより

も、過去の経緯から置いてる数字でございますけども、かなり、この繰越金をいくらにすると

いうのは非常に見積もりが難しいわけでございますので、今言いましたように、事業の繰り越

しとかそういった形で、それから、入札の残だとか、執行残の形でかなり残ってまいりますの

で、非常にこの数字を幾らとするのは非常に難しゅうございまして、当初に３億円という数字

で置かしていただいてるということでございます。 

○川上委員 
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 大型事業があり、その執行残というのはわかりますけれども、交付金についてのところをも

う少し説明してもらえますか。 

○財政課長 

 交付金につきましては、ここ数年、平成２７年、２６年、２５年とさかのぼりまして、国の

消費税の関連あるいは景気対策ということで、経済対策が打たれまして、臨時の交付金も含め

てですけども、いろんな形で経済対策が打たれております。１つはプレミアム商品券であると

か、グルメの商品券であるとか、あるいは、企業誘致の関係の補助金であるとか、そういうも

のに充てたりしております。かなり、ここ今言いましたように２５年、２６年、２７年にわた

って、経済対策関連の交付金が生じてるということでございます。 

○川上委員 

 わかりました。それで、この市税の増額補正についてなんですけれども、個人市民税の調定

見込みの増となっておりますけども、この要因についてはどのように考えてありますか。 

○税務課長 

 市民税の個人につきましては、当初見込みの所得額がふえたことにより、所得割の額がふえ

たことによって税額が伸びております。 

○川上委員 

 その見込みより多かったことについてどのようにお考えか、お尋ねします。 

○税務課長 

 これにつきましては、個人、法人とも同じ考えですけど、緩やかではあるんですが、景気が

回復してきていることに起因しているのではないかというふうに思っております。 

○川上委員 

 それ以上の分析というか、検討は特にないですか。 

○税務課長 

 それ以外には特にはしておりません。 

○川上委員 

 この予算資料のほうで、特別徴収分増と書いてますね。これが大きいですね。これは、この

大きい特別徴収分増というのは、何のことですか。 

○税務課長 

 特に特別徴収に関しましては、納税義務者が若干減ったにもかかわらず、特別徴収義務者の

所得がそれ以上にふえたことによって、所得割額がふえて税額がふえたということになってお

ります。 

○川上委員 

 景気の回復、緩やかな回復とか言われましたけども、そういうのは背景にあるのかもしれま

せんけど、皆さんの徴税対策が強力になったという意味を示してるんではないんですか。 

○税務課長 

 収納率に関しましては、昨年度、本年度ともほぼ同率となっておりますので、徴収効果、本

当は徴収効果があるほうがよろしいんですけど、目に見えて徴収効果が上がったということで

はありませんので、ただ単に所得額、それぞれ個人の所得額がふえたことに起因するものとい

うに考えております。 

○川上委員 

 それでは、固定資産税、設備投資増による増ということなんですけども、その評価、具体的

にどういった感じなのかお尋ねします。 

○税務課長 

 固定資産の償却資産に関しましても、これも市民税と同様にやはり景気の関係が起因してい

ると思われます設備投資額がふえたことにより、償却資産、それと、太陽光発電設備について、
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当初、基準日以降に開設されると見込んでおりましたが、その前に開設されたことによって税

収がふえたものもございます。 

○川上委員 

 その太陽光発電関係で増になったというのはどのくらいの比率を占めると思われますか。 

○税務課長 

 償却資産でふえた分が約６８００万円ほどあるんですが、そのうちの４７００万円程度が太

陽光、メガソーラーと言われる部分でございます。 

○川上委員 

 あまり大きくはないということですね。続けていいですか。 

８ページに第２表、繰越明許補正が入っています。それで、この立岩会館改修工事について

計上があるんですけれども、説明をお願いします。 

○人権同和政策課長 

 立岩会館改修工事につきましては、今回の、平成２８年度補正予算において国の補助金がつ

きますことから、平成２９年度に予定した分を計上しております。採択が来年度になりますの

で、年度内の工事完了は見込まれないために上げさせていただいております。 

○川上委員 

 立岩会館の改修工事、どういった工事するんですか。 

○人権同和政策課長 

 調理実習台の取り替え、配管等給排水工事、エアコン設置などを予定しております。 

○川上委員 

 私は、立岩会館の一部に小規模な保育所機能を持つようにしたらどうかという提案をしたこ

とがありますけれども、そういう内容が反映しているんですかね、この中には。 

○人権同和政策課長 

 入っておりません。 

○川上委員 

 調理だとか言われたんだけど、なぜ調理とかの改修が必要なんですか。 

○人権同和政策課長 

 料理の実習等やってまして、調理台等が老朽化してガス漏れ等の危険がございますので、そ

の分の改修を予定しております。 

○川上委員 

 どのくらい老朽化してて、ガス漏れの危険というのはどういうことなんですか。きちんと検

査もしてきただろうし、危なくないようになってるはずなんだけど、ガス漏れの事故とか発生

したことがあるんですか。 

○人権同和政策課長 

 事故等は発生しておりませんが、建設当初からの施設となっておりますので、そういう補修

が必要と思われましたので上げております。 

○川上委員 

 もう少しね、この改修工事が必要だという、そうだなと思うような説明はできませんかね。 

○人権同和政策課長 

 昭和５７年に建設しておりますんで、年次的に計画して改修工事を上げております。 

○川上委員 

 これは、何年でガス台とかを更新するというふうに決まってるんですか。それとも、見て、

もうそろそろだなというふうになったんですか。というのは他にもそういうところ幾つもある

はずなんですよ。理由があって、立岩会館のこのガス台ということになってるわけでしょう。

そこのところがもう少しお聞きしたいわけです。 
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○人権同和政策課長 

 ガス台の耐用年数等あると思いますけど、この分については建設当初からですので、耐用年

数が過ぎているということで計上しております。 

○川上委員 

 何の耐用年限が過ぎてるんですか。ガス台ですか。耐用年限何年で、いつ耐用年限超えてい

たんですか、そしたら。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩 １０：３５ 

再開 １０：３６ 

委員会を再開します。 

○人権同和政策課長 

 昭和５７年建設当初から経過しておりますので、年次的に設備等の更新の時期が来ておりま

すので、年次計画で計画をしております。 

○川上委員 

 じゃあ今度、別の機会にその年次計画を示してもらいたいと思います。 

次に、この経済対策臨時福祉給付金給付事業、５億１８９３万円余が計上されていますけど

も、予算資料にも書いてあるんですけども、この目的はどうなっているのか。それから、この

額はどのように決定されているのか、お尋ねしたいと思います。 

○社会・障がい者福祉課長 

 臨時福祉給付金につきましては、１０月２０日に厚生労働省社会援護局長からの通知がござ

いまして、その中で支給については、目的ですね、これにつきましては、社会保障の安定財源

の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律によりま

して、経済対策を目的といたしておるものです。これにつきましては、一人当たり１万５千円

というふうな形で金額が定められておりまして、これをもって支給をするものでございます。

支給の対象となる者につきましては、別途、平成２８年度の臨時福祉給付金支給要領が定めて

ございまして、この中に２８年度の臨時福祉給付金の支給対象者及び２８年度臨時福祉給付金

を支給しない者を除き、２８年度臨時福祉金支給要領の部分に該当する施設等に入所する児童

等の取り扱い、あるいは配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及

びその同伴者の取り扱い、及び虐待により施設等に入所措置等がとられている障がい者及び高

齢者の取り扱いの摘要を受ける者を含むと、こういったものを対象として支給するというふう

な形になります。支給対象者一人につき１万５千円ということでございます。 

○川上委員 

 目的については、消費税増税というから１０％でしょう。その国民に対する痛手を緩和した

いと、それによって個人消費につながるようにと。それが経済対策につながるでしょうという

そういう趣旨ですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 そのとおりでございます。消費税率の引き上げに際し、所得の少ない方に対して、制度的な

対応を行うために創設された臨時福祉給付金ということでございます。 

○川上委員 

 消費税の１０％の引き上げによって、ここは非課税とかなってるんだけど、低所得者の方で

も、年間、相当な額の消費税負担はふえるわけですよ。それで、私がさっき聞いたのは、結局

１万５千円掛ける人数分ってことでしょう。この１万５千円というのは何で決まったんですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 平成２９年４月から平成３１年９月までの２年半ということで、これを、年額６千円という
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ふうなことで、設定してまして、都合２年半の臨時福祉給付金の支給ということで、都合１万

５千円というふうな設定がなされております。 

○川上委員 

 低所得者に対して年間６千円、福祉金を出すから、消費税の増税、１０％増税はこらえてく

れという、国の考え方なんですね。対象者の中から、生活保護受給者は除くということになっ

ていますね。これはどうしてですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 この臨時福祉給付金の法の定めにおきまして、その要領の中では、この生活保護制度の被保

護者につきましては、支給の中で、それが対応がなされておると、含まれておるという観点か

ら、この取り扱いとして、支給しないというふうに定めてございます。 

○川上委員 

 ということは、既に生活保護費の中に消費税の１０％への増税対応分を入れているというこ

となんですか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 既にということではなくて、そもそもの制度の中に生活にかかる費用として、その部分が含

まれておるので、今後もそのような制度上の流れになろうかというふうな観点から、今回の臨

時福祉給付金につきましては、その部分を除くという取り扱いとなっております。 

○川上委員 

 国が言い張っているということなんでしょうけれども、非常にわかりにくいですね。生活保

護全体として、扶助費は減額になっているわけですよ。消費税は、生活保護を受けていても、

払わなくてはならないわけでしょう。そういう意味では、国の制度そのものの中に、大きな矛

盾があるというふうに考えています。私は、そうであれば、この間、同主旨の臨時給付金の給

付事業があってきているのだけれども、生活保護受給世帯は、一貫して対象外にされています

よ。これ福祉というわけですからね。そうであれば、国がきちんと対応しないのであれば、市

として、合併のときに廃止した福祉見舞金という制度がありますけれども、この復活について

も、私は、国が対応しないのであれば、市が生活補給金として、十分行革やってきたわけだか

ら、財政危機宣言も解除したわけでしょう。中においては、国の福祉の制度からこのような形

で外されるのであれば、本市が、今言った、福祉見舞金についての復活もね、検討してしかる

べきだったと思いますけれども、そのようなことは検討しましたか。 

○保護課長 

 見舞金の件でございます。その件につきましては、生活保護の関係する民主団体とも、お話

し合いを何度かさせていただいております。その中で、今の財政状況では、大変厳しいという

ことでご理解をいただいているところでございます。 

○川上委員 

 お金があれば出すべきだという答弁ですか。 

○保護課長 

 そういう状況ではございませんけれども、他市の動向等も鑑みた上で、現在、見舞金の支給

については非常に厳しいということで、ご理解をいただいているところでございます。 

○川上委員 

 検討したという答弁ですよね、今の答弁はね。そしたら、私はルールが、筋道は先ほど言っ

たとおりではないかと。それについては否定がなかったんですよ。同じ考え方で検討したのか

なと思うんだけれど。やはり、今の答弁では、ルールはわかる、筋道もわかるけれども、お金

がないから、他都市も含めて見てみると、お金がないのでやっていないんだと。本市としても、

やるのは厳しいという、筋道はわかるけれども、お金がないという答弁なんでしょうか。 

○保護課長 
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 この見舞金につきましては、平成１８年の合併当初のときに、合併した他の町とも協議した

上で、見舞金の廃止をしております。その上で、一度廃止となっておりますので、また再度、

改めた協議が必要となっていこうかと思いますので、現在のところは、再開ができないという

ことでご理解をいただいているところでございます。 

○川上委員 

 予算審査からあまり外れていくと、具合が悪いと思いますけれど。飯塚市は２市８町で、協

議していたものが途中で破綻して、１市４町で出発したわけですよね。そのときに、合併協定

については、ＡＢＣ、いろいろランク付けで、スタートしたんだけれど、３つしかない、合併

協定Ａ項目についても、あなた方は見直しているくらいですよ。３つのうちの１つは、隣にで

きかかってるじゃないですか。新庁舎を建てるときは、穂波地内とすると決めてたでしょう。

私は、建て替えるんであればその約束は守るべきだと思うけれども、皆さんはそうしなかった

わけですよ。で、見直した。それくらいのあなた方が、１０年前の福祉見舞金の廃止について、

行革だということで、財政危機宣言をしないといけないくらいの行革が必要だということで、

廃止したんでしょ、あなた方は。でも、今先ほど言ったように、財政危機宣言は既に解消して

久しいわけですよ。現実に、貯金もたまっている。借金返しはこれからしばらくピークを迎え

るけれど、減っていくというふうになっているわけでしょう。そして、国が先ほど言ったよう

な筋道で消費税は上げる。わずかな額、年額６千円くらいで、こらえてもらおうという姑息な

手だてを打っているんだけれど、もらわないよりはいいですよ。しかし、最も所得が低い層に

いる人たちの中で、生活保護受給所帯については、受給者については、いろいろ理由をつけて、

国は出さないと言うのであれば、住民の福祉の増進、暮らしを守るとりでは自治体ですから、

市が出してもおかしくないよということなんですよね。それで、そのルールは通るんでしょう

から、あとはお金ということになるのであれば、ぜひ財源について検討してもらいたいという

ふうに思うんです。 

それから、同じく８ページ、２表繰越明許費の補正なんですけれども、廃止について、防災

行政無線（同報系）設備更新工事、１億３６０８万円ということになっていますけれども、こ

の廃止理由をお尋ねします。 

○防災安全課長 

 この防災行政無線は、庄内地区の設備の防災行政無線の同報系の整備事業でありまして、当

初予算では工事費として計上しておりましたけども、今年度、調査設計を行った結果、親局の

システム改修が主要であり、役務での業務執行が妥当という判断に基づき、ここの設備更新工

事を廃止しまして、その上段の設備更新業務委託料で繰越明許としてあげさせてもらっており

ます。 

○川上委員 

 予算計上の段階との関係で、何が変わったんですか。 

○防災安全課長 

 当初予算の計上時には、工事、ここの業務を、庄内地区以外はデジタル化になっております

けれども、デジタル化をするというところで、工事費として関係課と協議しまして、工事費で

計上しておりましたけども、調査設計の中で、現在、庄内地区以外のところの親局とのシステ

ム改修のほうが子局を建てる工事よりも、そちらの改修のほうが主流ということで役務での業

務執行ということで、調査設計の結果、工事内容から役務での業務ということで、今回補正を

お願いしております。 

○川上委員 

 ちょっとわかりにくいんですよ。調査設計の中で、変更することが適当だと判断したという

ことなんですけれど、そこのところ、もう少しわかりやすく、市民が聞いてわかりやすいよう

に、答弁してもらえますか。 
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○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩 １０：５６ 

再開 １１：０５ 

委員会を再開いたします。 

○防災安全課長 

 説明がまずくて、申しわけございませんでした。当初の予算の見積もりでは工事として計上

しておりました。事業の内容は変わっていませんけども、調査設計の結果、親局のシステムの

整備のほうの改修が全体事業の中での重要性があるというところで、役務費として計上いたし

ております。また、ここに計上しております金額的には１億３６００万円ほどの工事費の減額

と、新たに委託料として１億８３００万円ほどあげておりますけども、全体事業としましては

工事費が２億２６８０万円、ここに繰越明許としてあげておりますのは、前払金を除いた分の

み計上しておりまして、今回の役務費での予算のほうが減額とはなっております。 

○川上委員 

 特定の民間業者に、庄内地区のこの仕事を長期に任せるという発想というふうに受けとめま

したけど、そういう感じですかね。 

○防災安全課長 

 全体的な整備を構築するということで、特定の業者ということは念頭に持っておりません。 

○川上委員 

 予算書の１０ページに第４表の地方債補正追加があります。人権啓発センター等整備事業費

限度額５６０万円ということで、起債のほうもありますけども、どういうことをしようとして

いるのか、お尋ねをします。 

○財政課長 

 １０ページの地方債の補正で追加分ですけども、これにつきましては、今回補正であがって

おります立岩会館の整備にかかわるものでございます。 

○川上委員 

 立岩会館は人権啓発センターと呼んでるんですか。 

○人権同和政策課長 

 立岩会館と呼んでます。 

○財政課長 

 啓発センターというか、施設の個別の名称は立岩会館、あるいは筑穂の人権センターとか穂

波の人権センターとありますけども、この起債の名称としては、それを総称しまして、人権啓

発センター等というふうに、名称言っております。 

○川上委員 

 私が間違ってますかね。人権啓発センターというのは、今おっしゃられた穂波、筑穂でしょ、

で、立岩会館は同和会館というふうに条例上なってるんではなかったですか。 

○人権同和政策課長 

 同和会館となっております。条例ではなってます。 

○川上委員 

 そうすると、この「等」の中に入れたんですか。立岩会館というのは。 

○財政課長 

 そのとおりございます。「等」の中に含まれてるということでございます。 

○川上委員 

 わかりました。立岩会館の改修のための借金ということで、ほかのものに使うわけではない

ということなんですね。 
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続けて、１１ページに、地方債補正、借金補正の変更がありますけれども、この中でですね、

小学校施設整備事業費それから中学校施設整備事業費の変更が出てるんですけれども、これに

ついて説明をお願いしていいですか。 

○財政課長 

 １１ページの市債の変更でございますけども、これにつきましては、今回の補正というより

も、精算等によるものでございます。 

○川上委員 

 わかりました。次にですね、１７ページ、１３款の分担金及び負担金、２項負担金で公立保

育所保護者負担金、それから、私立保育所保護者負担金のかなりの減額補正が出ています。予

算資料でも若干説明があるんですけれども、どうしてこのような減になっているのか、お尋ね

をします。 

○子育て支援課長 

 保育所入所児童の減によります負担金の減となっております。当初見込んでおりました１万

９２３人の保育児童ですが、１万５６７人、３５６人の減であります。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩 １１：１３ 

再開 １１：１５ 

委員会を再開いたします。 

○子育て支援課長 

 申しわけありません。当初予算時は、施設面積の入所可能数と他の部屋を利用した場合の児

童数を計算して、マックスの入所児童数を公立の保育所では計算しておりました。それで、今

回、４月からこっちですね、入った入所児童数が減っておりますので、減額というふうになっ

ております。私立保育園も施設の面積で、マックスで入所児童数をみておりましたので、その

分が４月１日から以降、減っておりますので、負担金が減っております。 

○川上委員 

 公立で３５６人、私立で１０８７人、詰め込めば、それだけ入るでしょうという考えだった

けど、そうならなかったということなんでしょう。それはどうしてかということでしょうね。

だから数字がこうですよ、こうですよというのは書いてあるんだから見たらわかります。どう

してこうなったのかをお尋ねしてるわけです。質問の意味、わかりますか。 

○子育て支援課長 

 ４月当初、４８人の未利用児童がおりましたけども、保育士がもちろん確保できておれば、

未利用児童も解消できましたし、その後に入所申請の子どもたちも保育士が確保できれば、入

所できたというふうに考えております。原因は保育士確保ができなかったということに１つあ

ると思います。 

○川上委員 

 次にですね、この各ページに、各ページっていうのもおかしいんですけど。１７ページでし

ょう、今のが。それから２０ページについてお尋ねしましょう。２０ページは、１５款国庫支

出金、１項国庫負担金ということで、中ほどにですね、子どものための教育・保育給付費負担

金の１億１４２９万円余の減額補正があるわけですね。そして、次のページ、２１ページは幼

稚園費負担金というところで、子どものための教育・保育給付金負担金の増があり、その上に、

私立幼稚園施設型給付費負担金の減額があるんですね。この３つの予算計上について説明をし

てください。 

○子育て支援課長 

 ２０ページですけども、子どものための教育・保育給付費負担金というのは、国から来ます
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昔の運営費であります２分の１負担の負担金です。それが減額となっております。２１ページ

ですけども、これは私立幼稚園施設型給付金負担金です。科目が変わりましたので、子どもの

ための教育・保育給付費負担金が１２月補正であげましたので、今まで科目としてあげており

ました私立幼稚園施設型給付費負担金というのを全額減額としております。科目が変わりまし

たので、その前の分は減額し、そして新しい科目の分で計上しているということになります。

国の分はもうこの分で、子どものための教育・保育給付費負担金できておりましたので、この

科目で減額となっております。 

○川上委員 

 その科目が変わったというのはいつからですか。 

○子育て支援課長 

 平成２８年度の４月からです。 

○川上委員 

 ２２ページの同じく国庫支出金、国庫補助金にかかわることで、児童福祉費補助金の最後に

計上があります若菜児童館整備事業、交付率３分の２、５１９０万４千円とありますけれども、

説明を求めます。 

○子育て支援課長 

 若菜児童館整備事業費ですけども、もとは３分の１の交付率でしたけども、待機児童解消加

速化プランにのりましたので、国が３分の２交付率となりましたので、増額として５１９０万

４千円となっております。 

○川上委員 

 これは３分の１がこの額ということですか。 

○子育て支援課長 

 ３分の１がこの増額分となっています。 

○川上委員 

 ちょっと嫌なことを聞くかもしれませんけども、ご承知のとおりの１００％落札、２者

１００％応札で、くじ引きということで、ここに何らかの不正があったということになると、

これは事業費の返還対象になりますか。 

○子育て支援課長 

 申しわけありません。今のところ返還については、協議しないといけないと思いますが、わ

かりません。 

○川上委員 

 仮に不正があったとすれば、返還の対象になるかと聞いたんですよ。仮にあれば対象になる

かと聞いたのに対して、わからないということはないと思いますけど。わかりませんか。 

○総務部長 

 ちょっと手元に確たる資料というものがないので、あれですけど、事業執行と契約に関する

問題等は切り離して考えるべきで、事業執行が正当に行われれば、こういった補助金は交付さ

れるというふうに考えております。 

○川上委員 

 それはね、状況によると思います。「仮に」と言ったことがあるかどうか別としてね、「仮

に」と言ったときのその「仮に」の状況によると思います。したがって、そういうことがあり

得ると、可能性の問題としては、思うんですね。 

それから、３６ページですけども、２２款市債、借金ですね、本庁舎建設事業債の減額補正

が出ています。事情をお尋ねします。 

○財政課長 

 現在、庁舎建設につきましては、工事しておりますけども、これにつきましては執行残でご
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ざいます。 

○川上委員 

 少し飛びますけど、６７ページに３款民生費、２項児童福祉費の保育所費の職員給与費の減

額が出ています。先ほどの説明によると、ここに、臨時保育士の予算の減額補正との関係があ

るのかなと思うんですけれども、その臨時保育士の予算減額について、説明を求めます。 

○子育て支援課長 

 先ほども説明しましたが、保育所入所児童数の減によりまして、保育士も減員となっており

ます。当初は臨時保育士、平均で約１１５名を雇用を予定しておりましたが、１２月補正で、

９月以降は平均で１１１名の臨時保育士に見込みを立てて変更しております。現在、８９名の

臨時保育士を雇用しております。 

○川上委員 

 予算資料の６ページ、下のほうに、保育所費職員給与費とありますでしょう。６７ページと

書いて臨時職員雇用経費（保育士等）減６１８０万円余のかなりの減額なんだけど、これにつ

いて説明されたんですかね。予算が１１５人分で現状が１１１人、９月でとお聞きしたんだけ

ど、最後の８９人というのがちょっとよくわからなくて、この６１８０万円余の減額とどうい

う関係があるのか。説明が欲しいところです。 

○委員長 

 答弁できますか。 

暫時休憩します。 

休憩 １１：３２ 

再開 １１：３５ 

委員会を再開いたします。 

○子育て支援課長 

 申しわけありません。当初１１５名の保育士を、平均ですけども、１月１１５名の保育士を

見込んで予算計上しておりましたが、４月から８月で執行残もありますし、そして９月からは

月平均１１１名で、保育士を見込んで予算減額をしております。４名分ですけども、これは延

べでいきますので、９、１０、１１、１２、１、２、３月、７カ月分の４人分と社会保険料等

となっております。 

○委員長 

 現状は何人とか言ってたのは。現状８９人と言ってたのは。１１１人は見込んでいるけど、

現状は８９人ですよというのじゃなかった。今は８９人について聞いてるんです。 

○子育て支援課長 

 現状１２月で、８９名の臨時保育士を雇用しております。 

○川上委員 

 当初予算で月１１５人の臨時保育士を予定し、確保していないので、１１１人で減額補正を

していると。しかし、現実には、１２月は８９人しかいないというお話なんですね。というこ

とは、臨時保育士が当初の予算からいえば、２６人少ないわけでしょう、月で。１１５引く

８９だから。違いますか。ということは、逆に２６人、正規の職員が確保できているというこ

となんですか。 

○子育て支援課長 

 平均で１月１１５名の保育士を見込んでおりましたので、今現在ではその数は８９名という

ところです。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩 １１：３７ 
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再開 １１：４５ 

 委員会を再開します。 

川上委員、もう一回、質問してください。 

○川上委員 

 ちょっと、整理しながら発言していいですか。当初予算で公立保育所の今の施設の状況、面

積の状況から言って、可能な限り、基準内で緩和があるんでしょうけど、子どもたちを受け入

れるためには、聞いたところ、正職員が９４人、それから臨時職員が１１５人体制であれば、

施設的なキャパシティーに応じた子どもたちを受け入れることができるということであったけ

れども、現実的には臨時保育士が十分に、予定どおり確保できない状況の中で、相当下回って

いたと思われるけども、せめて１１１人は確保したいということで、今回減額補正するけれど

も、１１１人分は確保するという減額補正の仕方をしたわけですね。それで、現在は実は

８９人しか臨時職員がいなくて大変困ってると。で、当初の予算で掲げた、１１５人の臨時保

育士、確保できれば、キャパシティーいっぱいの子どもたちを確保できるわけですから、

２６人、８９人と１１５人比べれば、２６人が確保されれば、子どもたちの新たな入所が可能

になるということなんですよね。そうするとね、その人数は今回の、補正後では２２人になる

でしょう。２６人確保できれば、対応できる子どもの人数、受け入れることができる子どもの

人数と２２人で受け入れることができる子どもの人数と違うと思うんですけど、子どもの受け

入れる人数を減らす予算になってるわけですね。１１５から１１１にするわけですから。では

あるんだけど、この２２人が、減額補正後、確保できたとすれば、正臨時の比率構成を一応度

外視して考えれば、何人ぐらいの子どもが入所可能になるのか、お尋ねします。 

○子育て支援課長 

 ２２名の保育士が確保できれば単純にゼロ歳児だと約６０名のゼロ歳児を入所可能にするこ

とができます。 

○川上委員 

 私はですね、そもそも正職員か臨時職員かということもあると思うんだけど、この段階で

１１５から１１１に減額補正する意味が全くないと思うんです。受け入れ可能な子どもの人数

を減らそうという補正ですよ、これは。ですから、おかしいなと思うんだけど、今必要なのは、

保育士なんだけど、どうしてこういう臨時保育士が集まらない、確保できないという状況にな

ってると考えてますか。 

○子育て支援課長 

 潜在保育士さんがいない、いらっしゃるんでしょうけども、保育士のほうに復帰することが

されないっていう、その理由と思うんですけども、やはり処遇が低い、また保育士の働く環境

が整備されてないというところ、そして年休とか休みが取れないというのが、一般的に言われ

ている保育士が不足している理由だと考えます。 

○川上委員 

 この２６人が当初予算との関係で２６人が確保できた場合はね、臨時保育士は８９たす

２６だから、１１５人になるでしょう。それをあなた、最初から言ってるわけやから。正は

９４だから、あなた方の当初予算は最初から正規職員をそれほど上回る臨時保育士を確保しよ

うとしたわけですよ。このままいけば、各園で大幅に逆転現象が起きていくわけですよね。臨

時保育士が集まらない理由を今言われましたけど、そういうことですよね。だから市長は大体、

何を言おうとしてるか、川上が、想像がつくと思いますけど、一般質問でも言ったとおり、

６人募集かけて、正規職員の場合だったらですよ、公立で。そうすると、６３人が応募してき

たってわけでしょう。で、５７人にわざわざ、齊藤市長の名前で採用しませんという通知を出

してしまってるんですよ。で、現実には臨時保育士がキャパいっぱいで、基準内で子どもたち

受け入れようとすると２６人が不足しているというわけです。５７人不採用通知出してね、
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２６人保育士が足りないと嘆いてるわけですよ。で、６千万円の保育士の賃金カットの議案を

予算計上を今回してるわけね。ちょっと変でしょう。ここは６千万の、人件費としては、保育

士の人件費として６千万円の減額ではなくて、相当規模の保育士、正職員のためのね、年度途

中からでも確保するための、相当規模の増額補正をするところだと思うんですよ。私はこの間、

菰田をつくったらどうですかとかね、その間、民間の今、枝国保育所は仮施設でやってますけ

ど、そこ１月で移転するらしいですから、臨時に借りることはできないのか、そういうことも

知恵を出したらどうかといいましたけど、それによらなくても今の質疑の中で既存の公立保育

所の中でも職員が２６人いれば、ゼロ歳児の場合でも、６０人程度は、いろんな事情があるか

らしゃくし定規にいかないと、机の上の計算のとおりいかないと思うけど、６０人が計算上は

受け入れ可能ってわけでしょ。施設探さなくてもいいじゃないかと、齊藤市長思うかもしれま

せんけど、それはそれでやっぱりいるわけです。バランスがあるから。でも、問題は保育士と

いうなら、減額補正じゃないでしょうと。一定規模の増額補正で正職員を緊急に募集すれば、

ゼロ歳児で６０人受け入れられるってすごいですよ。ちょっと予算を出し直したらどうかなと

いうふうに思いますし、要望もしたいと思います。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩 １１：５５ 

再開 １３：００ 

 委員会を再開いたします。 

引き続き議案第１２５号の質疑を許します。 

○川上委員 

 予算書の４８ページ、２款総務費、１項総務管理費中の本庁舎建設費説明欄に新庁舎建設事

業費の減額補正が出ております。２３９９万１千円、新庁舎ネットワーク構築委託料（債務負

担行為分）ということなんですけれども、説明を求めます。 

○情報化推進担当次長 

 新庁舎の今現在、ネットワークの工事をしておりますが、その契約確定に伴う執行残の整理

でございます。 

○川上委員 

 この間、聞いてきたことの委託料と思いますけれども、これによって、この減額補正によっ

て、新庁舎建設事業にかかわる事業費は利息も入れるとどの程度になりますか。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩 １３：０１ 

再開 １３：０１ 

委員会を再開します。 

○川上委員 

 さかのぼりますけど、２８ページに、県支出金ですね、県補助金という関係で説明欄に認可

外保育施設運営等支援事業というのが減額になっておる、その科目が変わりましたということ

だったんだけど、この今言いました認可外保育施設運営等支援事業というのは何なのかですね、

お尋ねします。 

○子育て支援課長 

 子ども園に移行する幼稚園が長時間預かり保育をした場合の補助金であります。山内、白菊、

伊岐須幼稚園が認定こども園のほうに移行されますので、そこで、その３園が長時間預かりを

される場合の補助金となっております。 

○川上委員 
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 先ほど言いました新庁舎にかかわる事業費全体について、答弁を求めます。 

○総務課長 

 現在の時点で８８億８６００万円ほどになります。 

○川上委員 

 利息を入れて、それだけですか。 

○総務課長 

 利息は含まれてはおりません。 

○委員長 

 利息をいれてのはわかりませんか。 

○総務課長 

 申しわけありません。利息２％で１０６億円ほどになります。 

○川上委員 

 大丈夫ですか。決算のときは１１０億円という答弁だったんですよ。にわかにわからないと

いうことであれば、補正前で１１０億円ということに確認したままにしておきましょうか、ど

うですか。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩 １３：０５ 

再開 １３：０５ 

委員会を再開します。 

○総務課長 

 申しわけありませんでした。８８億と償還利子を合わせまして、１１５億１７１２万６千円

―――。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩 １３：０６ 

再開 １３：０８ 

委員会を再開します。 

○川上委員 

 後でというか、すぐという意味でしょう。それで、今回１２月定例会に補正予算書を提出に

当たり、一般会計、予算資料が提出されてるんですよね。市債の状況表だとか基金状況表も出

されていて、１２月補正によって年度末どうなるのかという見通しをちゃんとつけてるわけで

す。これほど市民の関心事の新庁舎建設に当たり、１２月補正後の総事業費、利息も含めてよ

くわからないというのはね、どういうことかなというふうに思うんですね。それですぐに答弁

できるということのようですから、先に進んでおきたいと思いますけど、９１ページの８款土

木費、１項土木管理費、その他の土木総務費の中で、大規模建築物耐震改修促進事業費補助金

が５６８４万円、減額補正となっています。この事業について、まず説明を求めます。 

○建築課長 

 この大規模建築物耐震補助金事業につきましては、飯塚市内に存在する大規模建築物のうち、

要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修工事を行う施設所有者に対して、その費用の２３％に

相当する額を補助するものになっております。 

○川上委員 

 要緊急安全確認と言われたんですけれども、どういったところが該当してるんですか。 

○建築課長 

要緊急安全建物につきましては、国、県等のほうより指定があった建物になっておりまして、
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現在飯塚市内で２施設が、その該当となっております。 

○川上委員 

 国、県が指定するわけですか。だとすれば、市内の２施設という施設名とそれから指定日、

国と県と分かれるかどうかわかりませんけども、指定日もあわせて答弁求めます。 

○建築課長 

 大変申しわけございません。ちょっと指定日のほうのいつ指定というのは判断がつきません

が、施設名といたしましては、今、寿会館と飯塚病院ということになっております。 

○川上委員 

 国と県は別々に指定するんですか。 

○建築課長 

 こちらのほうは県からの通達で指定になっております。国のほうから恐らく県のほうに下り

てきて、県からこちらのほうに入ってきたというふうに理解しております。 

○川上委員 

 ということは、県からの通知を、あなた方は今もってないということですか。 

○建築課長 

 今ちょっとこちらの手元には持ちあわせておりません。 

○川上委員 

 指定しましたという通知が来るとどういうことなるんですか、市としては。 

○建築課長 

 耐震改修促進計画の促進法の改正が平成２５年１１月２５日に行われております。その時点

で要緊急安全建物ということでの要件に該当したということで、その建物の所有者のほうに対

して、改善命令というか、是正の措置が行われております。そのものにつきまして、耐震改修

の計画を立てられてその旨の補助金を受けるための手続きを市のほうを介して国、県のほうに

手続きを行うというような流れになっております。 

○川上委員 

 法改正が平成２５年１１月２５日に行われて、その後に国からこの２つの施設の所有者に改

善命令がいったということですか。国からですか、県からですか。それからいつですか。 

○委員長 

 川上委員にお願いいたします。これは減額補正で、来年度くらいにあがってくると思うんで

すよ、また。そのとき、予算のときに審議してもらったらいいんじゃないでしょうか。今は、

減額補正ですから、減額の理由とかそういうのであれば、こちらもわかりますけど。その趣旨

についてはもう予算が上がったときでいいんじゃないですか。 

暫時休憩します。 

休憩 １３：１７ 

再開 １３：２３ 

委員会を再開します。 

○建築課長 

失礼いたしました。先ほど答弁させていただきましたとおり、耐震改修促進法の改正が平成

２５年１１月２５日に施行されております。その後、該当している施設の所有者のほうに国ま

たは県のほうから、こういう形で該当しているという通知がそちらのほうにいってるかと思い

ます。 

○川上委員 

 その後、補助制度があってということなんでしょうけど、飯塚市として、この額を予算計上

するに至るまでの経過をお尋ねします。 

○建築課長 
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 予算の計上の上げ方といたしましては、施設の対象面積に補助限度額を掛け合わせて、それ

で、概算の予算として、予算組みを行ったものになっております。 

○川上委員 

 それで、先ほど寿会館と飯塚病院、株式会社麻生飯塚病院ですね、に県から通知があったと

いうことなんだけど、予算計上としては５６８４万円でしょう、市の。この額はどのように、

大体これは寿会館ですか。麻生飯塚病院のことなんですか。それを確認した上で、この額の内

容に、面積はどれだけあって、という話を聞きたいんですけど。 

○建築課長 

 寿会館のほうにつきましては、当初、設計額と工事額というのが概算で所有者のほうから提

出されておりましたので、そちらのほうで、予算の立て方をしております。麻生飯塚病院につ

きましては、まだ、設計が完了しておりませんでしたので、工事として最大の補助が可能とい

うところの限度額で、面積で金額を算出したものでございます。 

○川上委員 

 と言うことは、今言った、当初、予算計上した額は寿と麻生と両方の分なんですか。 

○建築課長 

 委員のおっしゃるとおりです。 

○川上委員 

 では、それぞれの額をお尋ねします。 

○財政課長 

 事業者の負担が７７％になってます。それで国、県、市の負担はその残り２３％、国が４分

の１、県が２分の１、市が４分の１という形になります。それで、飯塚病院につきましては、

２３％５６８４万円、それから寿が１１５万円。今回この５６８４万円を減額しようとしてお

るものでございます。残りの１１５万が、そのまま執行という形になります。これについては

寿会館になります。 

○川上委員 

 それぞれ市が査定して、１１５万円だすだとか、５６８４万円だすということなのか、それ

とも、県あるいは国が査定してですね、２３％の額はこの額と、で、これを４分の１で割った

ら、飯塚市の負担はこれだけですよということで、国ないし県からこの額を補助してください

というふうに割り当ててくるわけですか。それとも事業者、寿あるいは麻生のほうからですね、

市はこれだけくださいという申請書か何か金額を書いたのを持ってくるわけですか。 

○建築課長 

 まず、１点目。出された書類というか、それの精査の件からですが、これにつきましては、

出された内容につきまして、市と県と両方で協議を行うという形になっております。それと改

修額につきましては、限度額がございますので、その限度額の中で対象となるものとならない

ものというところも含めての精査を県と協議しながら進めるような形になっております。 

○川上委員 

 県と市が協議したということはわかりました。この５６８４万とか１１５万とかいう額は県

と市が協議して決めて、市は４分の１、これだけですよということなのかね、それとも補助金

ですから、申請があるんではないかと思うわけね。そしたら、この寿から飯塚市に１１５万円、

補助金申請があり、そして、麻生から５６８４万円、補助金申請があるのかね。それとも、県

と協議したから、負担金みたいな形で、予算計上したのか。どちらなんだろうと思ったんです

よ。答弁ができますか。 

○建築課長 

 現段階、まだ正式な交付申請が行われておりませんので、額のほうにつきましては、今、全

体額に対して、先ほどありました２３％というのが、国県市のほうで負担する額になっており
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ますので、その中で市の割合分としての金額を市の中では持っているという形になっておりま

す。 

○川上委員 

 仕組みとしては、補助金ですから、申請があると、交付申請があるということなんだけど、

それはあってないってことですね。あってないんだけど、国、県、市の協議の過程でこれぐら

いになるだろうということで、前もって予算計上しておったということなんですか。 

○建築課長 

 先ほど申し上げました一応基準単価というもので、施設の整備面積ということで、申請があ

っても対応できるという形で、今、枠を取っておったということにしております。 

○川上委員 

 国県市で協議したということなんだけど、その間、寿あるいは麻生とは話し合い、協議はど

のくらい、どういう内容でしたんですか。 

○建築課長補佐 

 麻生飯塚病院のほうが耐震改修をやるという意向を示した時に、あくまでも、県のほうと麻

生飯塚病院との話し合いの中でやるという方向性がでてきました。我々と県と、その時点で麻

生飯塚病院で確認をして、何年間で計画やるのかというようなところまで、話をした中で、全

体設計承認を得ないと補助に乗らないということらしいからですね、棟ごとにというのはでき

ないっていうことなので、全体で枠を設けてということで、協議してまいりました。 

○川上委員 

 寿とは協議はしたんですか。 

○建築課長補佐 

 寿とも協議をしてまいりました。ただし、麻生飯塚病院との大きな違いは、飯塚病院は規模

も大きくて建て替える意思もあったから、なかなか工事費というのが打ち出せませんでした。

なので、全体の延べ面積に対して、補助の限度額である５万３００円をかけた費用を、全体の

費用として頭を打ちですから、設けることにしています。寿に関しては、補強箇所が１カ所だ

けなので、いくらなんでも、全体の延べ面積に５万３００円というような、そんな大規模な工

事費にはなりませんので、寿さんのよくお知り合いの設計事務所のほうと打ち合わせしながら、

概算工事費ということで、上げております。 

○川上委員 

 そうすると、麻生飯塚病院は全体建て替え計画がある中で、今回、国から要緊急安全確認建

物ですよという指摘も受けて、この際、補助金も制度があるから申請しようかなという相談し

たんだけど、その額は全体の中で限度額があるので、５６８０万円の頭打ちになったというこ

とで、飯塚市は、県や国とも協議するし、麻生とも協議する中で、必要額と見られる額を当初

予算で計上しておったという理解でいいですか。 

○建築課長 

 委員のおっしゃるとおりです。ただ、麻生飯塚病院さんのほうに関しましては、全体を建て

替えるとかいう方針もまだ決定しておりませんので、部分的には既存施設を生かしての耐震補

強とかいうことも、今まだ、設計段階ということで、まだ最終計計画はまだちょっとこちらの

ほうもまだ報告を受けておりませんので、今後、まだ協議になっております。 

○川上委員 

 ２３％は２億３千万円ぐらいでしょう。そうすると、全体事業費は４倍すればいいから、い

ろいろあったとしても９億円位ですね。９億円位で、全体が建て替わるわけないですね。です

から、今の話だと、全体計画を立てる、する場合は、補強と違いますから、この制度にのらな

いわけでしょう。建て替えと。乗るんですか、この全体で建て替えでも。 

○建築課長 
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 建て替えの場合は、対象にはならないかと思う―――。失礼いたしました。既存施設で対象

施設が耐震性がないという施設の面積に対しての補助限度額というのが事業全体の額になりま

す。で、これにつきまして、そこの中で一部は大規模改修があったり、一部は建て替えがあっ

てもそれにつきましては、その限度額の中までは対象にというふうにはなろうかと思います。 

○川上委員 

 そうすると、あの病院が全部、建て替える必要がないところもあるでしょうけど、部分改修、

部分的に建て替えであっても、限度額の中であれば対象になりますってことですね。それで、

今回、国の通知に基づいて、麻生が、是正を決意し、そして国県市で協議を重ねて、市と麻生

も協議を重ねて来たんだけれども、設計が間に合わないっていうわけですか。この減額補正の

理由。麻生については皆減ということでしょう。部分的に落としてるわけではないんでしょう。

どっちですか。 

○建築課長 

 委員のおっしゃるとおり、麻生病院に関しましては、設計が完了してないために工事の事業

費自体を落としてるということになっております。 

○川上委員 

 これについて、麻生から事情説明というか、申し開きというか、説明があったんですか。 

○建築課長 

 先方のほうよりは、今回、今設計のほうに入っておりますが、ローテーションがなかなか難

しいということで、非常に、そこに時間がかかっているので、設計自体も完了がなかなかちょ

っとできてないということの報告は受けております。 

○川上委員 

 補助金交付申請の予定はいつだったんですか。 

○建築課長 

 全体の設計が終わって、承認が下りてからの交付申請になりましたので、まだいついつまで

にということではないというふうには県のほうとは協議はしております。 

○川上委員 

 そういうことはあり得ませんね。単年度でいくわけだから、基本的には。だから、もう４月

予算計上の段階で、補助金交付申請はいつあるというのが、遅くても、その年度の中には決ま

ってないとおかしいでしょう。いつでもいいですよということになりますか。だから今の、あ

なたの答弁は信用しにくいんだけど、補助金交付申請の予定がなかったというのは。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩 １３：４２ 

再開 １３：４４ 

委員会を再開します。 

○建築課長 

 失礼いたしました。今回、今落としております金額につきましては、設計費のほうになって

おります。設計費のほうは委員おっしゃいますように、単年度で予算執行ができない、予算執

行というか、成果が出てない、できないということで、これは、今回落とすという形で、予算

から減という形で落としておる手続きをとっておるところでございます。 

○委員長 

交付申請の予定は。 

○建築課長 

したがいまして、交付申請につきましては、設計についてはもう対象外ということでなって

おりますので、交付申請自体は行えないということで、もう県と麻生飯塚病院のほうとは協議
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は完了しております。 

○川上委員 

 私が聞き間違っているのか、受け取りが悪いのかもしれないけども、設計費は対象外ってい

われました。設計費、対象外なんですか。 

○建築課長 

 設計が対象外というよりも、設計から事業までの完了までの期間が間に合わないということ

から、その分に関しましての設計は対象外ということになっております。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩 １３：４６ 

再開 １３：４６ 

委員会を再開します。 

○財政課長 

 法では今年度限りという形になってます、設計は。工事についてはまた別ですけど。それで、

今年度内設計が間に合わなかったということになりますと、もう次年度以降も設計しても、こ

の部分については対象にならないということで落とさせていただいておる。だから来年以降、

設計が対象なるかというと、これはなりませんので、こういう形で予算を落としたということ

になっております。 

○川上委員 

それは、国が要緊急安全確認建物という趣旨で、緊急だよと。今年度やるのであれば、設計

費も面倒みましょうと。面倒みましょうじゃない、県と市とあわせて、補助金２３％を出しま

しょうっていう制度設計なんですね、補助の設計が。ところが、麻生飯塚病院のほうが、この

設計が２８年度間に合わないということなんですね。それで、国も県も市も麻生がやる気満々

というのを信用して予算計上したと思うんだけど、それを落とすにあたっては麻生がどんなに

頑張っても何らかの事情で設計がもう今年度間に合わないと、したがって補助金交付申請もし

ないというのを国なり県なり市なりに、最終通告というとおかしいけど、言ってこないと減額

補正しにくいでしょう。それはいつ言ってきたんですか。 

○建築課長 

 大変申しわけございません。ちょっと今手元に記録等がございませんが、今年度の夏前後ぐ

らいの時期ではなかったかとは思います。その後も、協議は重ねておりましたが、最終的には

１２月のこの予算から落とすということでの事務処理までには、そういう形でもう間に合わな

いということで、今回は、予算から落とすということで、協議を終えております。 

○川上委員 

 だから、夏ごろというのは、今年は暑かったから、暑くなるのが早かった、いつまでも暑か

ったから、幅が広いんだけど。私が聞いたのは、最終的に、麻生飯塚病院が、設計間に合わな

いので、補助金申請はもうできませんと、それを言って、飯塚市もああそうかと確認した、そ

れはいつかと。それから減額補正、計上作業に入るわけでしょうから、それはいつなのかと。

９月議会には間に合わなかったわけでしょう。よく考えてみてください。こういうことをする

には、課でするんですか。部で検討し、そして、これでよいかという伺いも出し、確認し、財

政課とも相談して落としていくわけでしょう。１日や２日でできるわけないですよ。市だけで

５６８４万円と県、国もあるわけですから、２億３千万円位の税金が出たり、出なかったりす

るのに、いつのことかよくわかりませんと。そのくらいのことで予算、減額であってもね、計

上して答弁できないというわけにいかないでしょう。手元に資料あるんじゃないんですか。き

ちんと答弁していただけませんか。 

○委員長 
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 暫時休憩します。 

休憩 １３：５２ 

再開 １４：０５ 

委員会を再開します。 

○建築課長 

 ３者協議ということで、まず、今年度の初め６月１６日に麻生飯塚病院と県と市のほうで協

議を行いました。その折に、かなり設計の、期間的にちょっと今年度中のものが難しいと、厳

しいという意向はございましたので、その後、県のほうと協議を、麻生も含めまして、やりと

りを行っておったんですが、最終的には市内部での、県からとの協議の中で、もう無理だとい

うことでの判断を行ったのが、９月２６日という形での市内部での日付になっております。 

○川上委員 

 そうすると麻生飯塚病院のほうからもこの設計間に合わないので、補助金交付申請はしませ

んというのは６月１６日に１回目の申し出があったという理解でよいですか。 

○建築課長 

 その時点、協議をした中では、ちょっとかなり厳しいということで、まだその完全に間に合

いませんというお話では、その時点ではまだ受けておりませんでした。 

○川上委員 

 ９月２６日は市内部及び県との協議なんでしょう。そしたら、麻生飯塚病院のほうから補助

金申請はもうできませんというのは最後に確認しないずく市と県の協議でもう補助金出すのや

めようという打ち合わせをしたというふうに聞こえますけど。そのときは麻生はいなんでしょ

う。９月２６日のときには。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩 １４：０８ 

再開 １４：０８ 

委員会を再開します。 

○都市建設部次長 

 代わってお答えいたします。私も直接会議には参加いたしておりませんが、今の話を聞きま

すと、まず、おさらいといたしまして、６月１６日に飯塚市、麻生、県との協議で工程的には

厳しいのではないかということで、口頭でのやりとりはしたということです。その後何度か同

じような協議を行ってきたということですが、この９月２６日という答えは、これは飯塚市の

予算編成上の日付ということで、決裁日を今、答弁させていただきました。最終的には、この

答弁、決裁を取った日付を最終決定としたという予算書の最終決定をしたという日付で、今お

答えさせていただきました。 

○川上委員 

 これほどやりとりしても、あなた方は、麻生飯塚病院がいつ補助金交付申請をしませんと、

できませんというふうに言ったかどうか、あるいは、言ったとすれば、それがいつかについて

答弁ができないということですね。答弁できないなら、できないと言ってください。 

○都市建設部次長 

 現時点では、申しわけございません、答弁ができないんですが、ただいま、同席しておりま

した県のほうにも確認をとっている最中でございます。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩 １４：１０ 

再開 １４：１０ 
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委員会を再開します。 

○都市建設部次長 

 ただ今、県のほうには確認の連絡はいれておりますが、返事はまだいただいておりません。

いつという返事も今のところ、いただいている状況ではございません。この委員会が開催中に

連絡がもらえるかどうかの確認も今のところ、とれていない状況でございます。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩 １４：１２ 

再開 １４：１２ 

委員会を再開します。 

○建築課長 

 申しわけございません。書面は提出は受けておりません。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩 １４：１２ 

再開 １４：１２ 

委員会を再開します。 

○建築課長 

 書面的なものはこちらのほうはいただいてないんですが、今回のこのものの指導は県のほう

がやっておりまして、県のほうからそういった、今回は申請しないという意向だということで

の県との協議で決定をしております。 

○川上委員 

 国が法改正に基づいて、要緊急安全確認建物だということで、寿と麻生飯塚病院を指定し、

それぞれから本市は、県と国との協議のもとではあるけれども、補助金を出す決意を固めて、

その額の上限と思われるものを当初予算で上程したけれども、２カ月後には、３カ月後か、も

う麻生飯塚病院のほうから大変、厳しいという連絡を受けていたと。で、やりとりはしたけれ

ども、最終的に福岡県から今回は補助金は間に合わないねと。で、予算措置をとろうと、減額

の。補助金、減額補正しようというようなことが提起があって、９月２６日に市としては、決

意を固めたということがわかりました。国、県、それから麻生飯塚病院に本市は引き回された

という印象であります。質問終わります。 

○委員長 

 答弁を保留しておりました、庁舎の件。 

○総務課長 

 先ほどは失礼いたしました。総事業費につきましては、約８９億円としております。今後

５８億円ほどの借入を予定しておりますが、これを利子２％で試算した場合には、約１１０億

円というふうな形になります。 

○委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

○川上委員 

 議案第１２５号に反対の立場から討論を行います。詳しくは本会議で述べ、本日は幾つかの

指摘にとどめたいと思います。反対する理由の第１は、臨時保育士確保予算を減額する一方、

深刻化する保育所待機児解消に効果的対策がないばかりか、待機児の増加の背景にある公立保
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育所の民営化に関わる予算補正があるからであります。反対する理由の第２は、新庁舎建設事

業費２３９９万円余の減額補正にもかかわらず、現庁舎改修と穂波、筑穂の庁舎と連携利用す

れば、十分に、費用を安く住民サービスを提供できるのに利息を入れて、１１０億円もの莫大

なお金を投入する新庁舎建設に関する予算補正があるからであります。そのほかに予算計上の

経過をめぐり、不透明感を否めないものもあり、本予算を認めることができません。討論を終

わります。 

○委員長 

 ほかに討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第１２５号 平成２８年度 飯塚市一般会計補正予算（第６号）」

について、原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。 

（ 挙  手 ） 

賛成多数。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしまた。 

暫時休憩いたします。 

休憩 １４：１８ 

再開 １４：１９ 

委員会を再開いたします。 

「議案第１３８号 飯塚市税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。執行部の補

足説明を求めます。 

○税務課長 

 議案書の１ページをお願いします。「議案第１３８号 飯塚市税条例の一部を改正する条

例」につきまして、補足説明をさせていただきます｡ 

所得税法等の一部を改正する法律により、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律が公布されたことに伴い、市民税の所得割の課税の見直し等によ

り、飯塚市税条例の一部を改正するものでございます。 

５ページから１０ページまで、新旧対照表をつけておりますが、内容の説明は省略させてい

ただき、今回の主な改正について、ご説明いたします。 

 今回の改正につきましては、日本と台湾の間での二重課税を回避する措置を講ずるための

「日台民間租税取決め」締結に係る国内法の整備に伴うものでございます。内容としましては、

日本国居住者が台湾所在の投資事業組合等を通じて、日本国内において支払いを受ける利子及

び配当等に係る個人住民税に関して、源泉徴収を通じた課税が見直されたことにより申告等に

基づく課税として取り扱うものでございます。 

 施行の日は平成２９年１月１日からとなります。 

以上で、市税条例の改正内容の補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 今まで、源泉徴収しておったのを申告に変えるというのが、今度の改正のポイントでしょう

か。 

○税務課長 

 そのとおりでございます。今まで外国から入ってきたものについては、銀行等を通じて、源

泉徴収されていたものを申告に変えるというものでございます。 

○川上委員 

 国のスタンスということなので、市としてはということがあるかもしれませんけど、源泉を
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申告に変える目的は何でしょうか。 

○税務課長 

 現時点では、台湾と日本で各々、源泉徴収されておりますことから、その二重課税を避ける

ために設けられた日本と台湾との話し合いの中で決まったものでございます。 

○川上委員 

 二重課税を避けるかどうかは申告ということですから、自分の意思によるということなんで

すね。二重課税でもいいよという人は申告すればいい。嫌だと思う人は申告しないという、そ

ういうシステムですか。 

○税務課長 

 基本的に所得が発生すれば、申告をする義務がございますので、申告をしていただくという

ことになります。 

○川上委員 

 であれば、このように、ポイントであると認められた源泉から申告に変える意味がなくなっ

て、この条例改正をする必要もなくなるということになりますけど、どうですかね。 

○税務課長 

 現時点では、現行の法律では日本では２０％の源泉所得、同じく台湾でも２０％の源泉徴収

が行われておりますので、住民税に関しては源泉をやめて、申告によって課税するというよう

なシステムに変わるものでございます。 

○川上委員 

 ですから、いずれにしても税金は払うわけですから、わざわざ改正する必要もないんじゃな

いかと。申告だと、何かいいことがあるのかと、納税者にとって。源泉だと全部持っていかれ

てということでしょうけど、申告だと自分が確認したものだけ申告できて、節税はできるとか。

そういう立場にある方々の節税を誘導するために、この条例改正をするということになります

か。 

○税務課長 

 日本と台湾の条約の中で特別徴収ができなくなったことから、申告によって住民税をお支払

いしていただくというようになります。 

○川上委員 

 条約がそうですから、国の解釈がそうですからっていうことなんですね。私は節税目的がな

いのであれば、あんまり意味がないと、この改正の。それから、もう１つは、これまでは、改

正前であれば、その関係の税は幾らであったのか。改正すると、それがどのような影響を受け

るか。お尋ねをしたいと思います。 

○税務課長 

 この改正に基づいての税額は算出しかねますが、現時点では利子、配当が源泉徴収されて、

交付税として納められている額が合わせて９５００万円程度ございます。ただ、今回の改正に

伴って、それに該当する方がどのぐらいおられるかというのは、今の源泉徴収が行われている

方の把握はできておりません。金額については国から交付税として入ってきておりますので、

額についてはわかりますが、その内訳、誰がどのぐらい払っておられて、その方が台湾からの

利子、配当があるかということについては、現時点では把握できておりませんので、それにつ

いてはわかりかねます。 

○委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 
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○川上委員 

 私は、議案第１３８号を反対の立場から討論します。利子、配当に関する所得に関していえ

ば、市税収入が減少する恐れのある条例改正は、認めがたいので、反対です。討論を終わりま

す。 

○委員長 

 ほかに討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第１３８号 飯塚市税条例の一部を改正する条例」について、原案

のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。 

（ 挙  手 ） 

賛成多数。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１４３号 飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例」及び「議案

第１５０号 財産の譲渡（幸袋西町集会所建物）」、以上２件について、関連があるため、一

括議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○人権同和政策課長 

 「議案第１４３号 飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例」と「議案第

１５０号 財産の譲渡（幸袋西町集会所建物）」とは関連がありますので、一括して補足説明

をさせていただきます。 

 まず初めに、議案第１５０号のほうから説明させていただきます。議案書の７４ページをお

願いいたします。議案書に譲渡する財産、譲渡の相手方、７５ページに位置図、７６ページに

建物図を記載しております。集会所は、同和対策事業等により設置された建物で、この幸袋西

町集会所は、人権同和政策課が所管しております。 

 集会所については、「飯塚市公共施設等のあり方に関する第一次実施計画」におきまして、

地域の実情や管理運営・利用実態を踏まえながら、移譲等について地元等と協議を行うものと

しており、このたび譲渡の相手方の幸袋西町自治会の地縁団体の設立が完了いたしましたので、

無償で譲渡することについて、議会の議決を求めるものでございます。 

 また、地縁団体に無償で譲渡するためには、公共施設として用途廃止することとなるため、

議案第１４３号の条例の一部を改正する条例を併せて上程しております。詳細につきましては、

議案書の２３ページをお願いいたします。 

 飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例として、集会所の名称及び位置を示す別

表から、この幸袋西町集会所の項目を削除するものでございます。 

 以上、簡単でございますが、補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第１４３号 飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例」

及び「議案第１５０号 財産の譲渡（幸袋西町集会所建物）」、以上２件については、いずれ

も原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案２件は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定い



２８ 

たしました。 

次に、案件中議案第１６０号から議案第１６９号の１０件、及び議案第１７２号、以上

１１件については、関連があるため一括議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○人事課長 

 それでは、関連がございますので、まず、「議案第１７２号 飯塚市職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例」につきまして、補足説明を行います。追加議案書の１５ページをお

願いいたします。 

本年８月に出されました人事院勧告に基づき、国家公務員の給与の改定が行われましたので、

これを参考にして、本市職員の給与を改定するため本案を提出するものでございます。 

まず、本年度の人事院勧告のうち、給与に関する主な内容といたしましては、「月例給の増

額改定」、それから「勤勉手当支給月数の増」及び「配偶者に係る扶養手当の見直し」でござ

います。 

月例給につきましては、民間給与との差額を埋めるため、給料表の水準を平均０．２％引き

上げる内容でございます。また、勤勉手当につきましては、支給月数を年間０．１カ月分引上

げ、配偶者に係る扶養手当につきましては、現行の１万３千円を、他の扶養親族に係る手当と

同額の６５００円にまで、平成２９年度から２カ年間で段階的に減額を行い、一方で、子に関

する経費の実情などから、２カ年間で段階的に子に係る手当を６５００円から１万円に引き上

げを行うものでございます。 

次に、本条例の具体的な改正内容につきまして、新旧対照表にてご説明申し上げます。

２２ページをお願いいたします。 

飯塚市職員の給与に関する条例第１条関係でございますが、平成２８年度分の改正事項とな

りますが、まず、第２９条第２項に規定しております勤勉手当の支給割合につきまして、正規

職員は１００分の８０を１００分の９０に、再任用職員は１００分の３７．５を１００分の

４２．５にそれぞれ改定するものでございます。 

次に、附則第１８項でございますが、これは、現在５５歳以上の課長級以上の職員の勤勉手

当を１．５％減額いたしておりますので、勤勉手当の支給率改定に伴い減額対象額に乗じる割

合を改正するものでございます。 

別表の行政職給料表につきましては、このページから２６ページにかけまして掲載しており

ますが、先ほどご説明申し上げましたとおり、給料表を平均で０．２％増額する内容となって

おります。 

そのまま、２６ページをごらんいただきたいと思います。２６ページの中段、給料表の下の

部分をごらんいただきますと、平成２９年度から適用されます本改正条例の第２条関係、飯塚

市職員の給与に関する条例でございますが、第１２条の扶養手当につきましては、先ほどご説

明申し上げましたとおり、配偶者の扶養手当を段階的に引き下げ、子の扶養手当を段階的に引

き上げるわけでございますが、それ以外の扶養親族の扶養手当には変更がないため、子の号と

孫の号を２つに分けたことによる号数の追加及び、第３項におきましては、手当の額を変更し

ているものでございます。 

次に、２８ページの上段をごらんいただきたいと思います。第２４条のところでございます

が、これも平成２９年度から適用される本改正条例の第２条関係でございますが、「勤務１時

間当たりの給与額」の算出方法につきまして、労働基準法の規定に従い、年間の休日の数を、

正確に考慮するよう改正するものでございます。 

第２９条の勤勉手当につきましては、先ほど第１条で改正した勤勉手当につきまして、平成

２９年度以降の支給割合を規定するものでございます。第２項では年間の増月分を６月期と

１２月期の２回に分けて支給することとなるため、正規職員は１００分の８５に、再任用職員

は１００分の４０に改正するものでございます。 
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また、２８ページの一番下の行から２９ページにかけて記載しております、附則第１８項に

つきましても、同様の趣旨で改正をいたしております。 

最後に、２９ページ、附則、施行期日等でございますが、改正条例第１条の月例給、給料表

改定につきましては、平成２８年４月１日に、また、勤勉手当につきましては、平成２８年

１２月１日にそれぞれさかのぼり適用し、それ以外の規定につきましては平成２９年４月１日

から施行することとしております。 

なお、今回の給与改定に伴い影響を受ける職員数につきましては、１２月１日現在で、一般

会計、特別会計及び企業会計を合わせまして、対象者は給料の増額分につきましては３６９人、

勤勉手当につきましては９１７人となっております。 

また、一人当たりの影響額といたしましては、１２月１日現在で、対象者の内、正規職員の

平均で申し上げますと、月額の給料は約８５８円の増、勤勉手当につきましては約３万

６６２６円の増となっております。 

以上、簡単でございますが、議案第１７２号の補足説明を終わります。 

○財政課長 

 続きまして、「議案第１６０号 平成２８年度飯塚市一般会計補正予算（第７号）」から

「議案第１６９号 平成２８年度飯塚市下水道事業会計補正予算（第２号）」につきまして、

別に配布いたしております「平成２８年度補正予算資料」により説明いたします。右上に「追

加提案分」と記載しております資料になります。 

１ページでございますが、今回の補正につきましては、ただいま、職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例について、説明がございましたが、表の下に記載しておりますように､

国家公務員の給与改定が行われましたので、これを参考にして職員の給与改定を行い、それに

伴う経費を補正するもので、一般会計で４７０５万円を追加いたしまして、補正後の予算総額

を７２７億７０５７万６千円とするものでございます。また、１１の特別会計のうち今回補正

をいたします６つの会計で４８２万８千円を追加いたしております。企業会計では、４つの会

計のうち３つの会計で３９６万４千円を追加いたしております。合計で５５８４万２千円を追

加するものでございます。 

次の２ページ以降に主な補正予算の概要を費目ごとにまとめ、左側に予算書のページを記載

しております。その主なものについてご説明いたします。 

まず、歳入からご説明いたします。分担金及び負担金の各負担金につきましては、給与改定

に基づく事務委任及び派遣職員にかかる負担金の追加をいたしております。繰入金につきまし

ては、今回の補正による財源調整で、財政調整基金の繰入を４６８１万１千円、追加いたして

おります。 

次に、歳出についてご説明いたします。一般会計・特別会計の人件費につきましては、給与

改定に伴う経費を総額で４７３０万円追加いたしております。 

次の国民健康保険特別会計から３ページの学校給食特別会計までの６つの特別会計につきま

しても、一般会計と同様の理由により補正をいたしております。 

４ページをお願いいたします。公営企業会計の水道事業会計から下水道事業会計の３つの会

計につきましても同様の理由により補正をいたしております。 

以上で、補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 「議案第１７２号 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」についてですが、

追加議案概要で見ておりますけれども、①の行政職給料表の改定、不利益でないので、４月

１日に遡及してというのはわかりますけれども、この給料表を平均０．２％引き上げ改定です
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が、この給料表改定によって不利益になる職員がだれかおられますか。 

○人事課長 

 不利益になる職員はおりません。 

○川上委員 

 それから、②の勤勉手当の支給率の改定についても、不利益でないので遡及は当然と思いま

すが、不利益ではないと思われるんだけども、これは、プラスマイナスにするとゼロになるん

ですね。この辺については、その理解でよろしいですか。 

○人事課長 

 平成２９年度分のことをおっしゃっているというふうに考えますが、平成２９年度分は０．

１カ月分を２つに割って６月期と１２月期にプラスをいたしますので、プラマイゼロという意

味ではございませんので、よろしくお願いいたします。 

○川上委員 

いずれにしても、平成２８年度のプラス０．１月はあるということになります。それから、

３番目にですね、扶養手当額の改定、来年の４月１日から段階実施となっているんですけれど

も、配偶者が平成３０年に半額に手当が引き下がる、この改定を行う理由は何ですか。 

○人事課長 

 国の説明によりますと、配偶者につきましては、引き下げを行うものでございますが、その

分子どもの扶養手当額を引き上げるというところで、そういった理由というふうに考えており

ます。 

○川上委員 

 その理由なんですよね。だから、なぜ配偶者は今まで手当が１万３千円だったのに、２年た

つと半額にならないといけないのかね、わかりにくいですよね。それから、それではというこ

となんだけども、子については、６５００円から、子ども一人について６５００円から８千円、

それから１万円となってますよね。これ一人ということなんでしょう。 

○人事課長 

 子ども一人についてでございます。 

○川上委員 

 そうすると、二人の場合は、その二倍ということになるんですか。 

○人事課長 

 そのとおりでございます。 

○川上委員 

 そうするとね、おわかりと思いますけど、配偶者が半分になってよいのかっていう問題、そ

れから、子の手当はこのくらいの引き上げでよいのかという問題意識あるんですね。配偶者と

子一人の場合は１万９５００円です。でしょう。来年になると、１万８千円に下がるんですよ。

足した場合ね。そして、再来年になると１万６５００円に、さらに下がるわけですね。２年の

間にこの条件の場合は、３千円下がります。で、一方で、子が二人と考えるとですね、現行で

２万６千円で、来年も２万６千円、再来年になると２万６５００円と５００円アップになるわ

けです。それでこれは国がね、少子化対策だというのであれば、そういう誘導の仕方もあるの

かなと、安倍政権としてはと思ったりもするんだけど。ここのところをどういうふうに判断し

てるんでしょうか。この扶養手当額の改定。お尋ねします。 

○人事課長 

 恐らく今委員おっしゃったような内容で考えていると思います。子どもの最近の子育て費用

に係る昨今の実情を鑑みて、このような制度設計をされたのではないかというふうに考えてお

ります。 

○川上委員 
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 説明はわかりました。 

○委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第１６０号 平成２８年度 飯塚市一般会計補正予算（第７号）」、

「議案第１６１号 平成２８年度 飯塚市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）」、「議

案第１６２号 平成２８年度 飯塚市介護保険特別会計補正予算（第３号）」、「議案第

１６３号 平成２８年度 飯塚市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」、「議案第

１６４号 平成２８年度 飯塚市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第３号）」、「議案第

１６５号 平成２８年度 飯塚市駐車場事業特別会計補正予算（第２号）」、「議案第

１６６号 平成２８年度 飯塚市学校給食事業特別会計補正予算（第２号）」、「議案第

１６７号 平成２８年度 飯塚市水道事業会計補正予算(第２号)」、「議案第１６８号 平成

２８年度 飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計補正予算(第２号)」、「議案第１６９号 平

成２８年度 飯塚市下水道事業会計補正予算(第２号)」及び「議案第１７２号 飯塚市職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例」、以上１１件については、いずれも原案のとおり可

決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって本案１１件は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定を

いたしました。 

次に、案件の順とは前後しますが、報告事項について、お諮りをいたします。執行部から案

件に記載の３件について、報告したい旨の申し出があっております。報告を受けることにご異

議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、報告を受けることに決定をいたしました。 

「飯塚市中心市街地活性化の取組状況について」、報告を求めます。 

○地域連携都市政策室主幹 

 飯塚市中心市街地活性化事業の取組状況につきまして、お手元の資料に基づきご報告させて

いただきます。 

それでは、Ａ３横になっております「中心市街地活性化事業の取組状況について（核事業の

進捗状況）」をお願いします。 

平成２３年度の取り組み開始から最終２８年度までを示しており、前回９月２７日以降につ

いてグレーで網掛けをしております。その後の経過及び予定につきまして赤文字で示させてい

ただいております。核事業において今年度実施しておりますのは、下段にあります飯塚本町東

地区整備事業のみとなりますが、区画整理事業では既に工事や法手続きが完了しており、来年

１月に土地区画整理審議会を解散する予定となっております。また、優良建築物等整備事業

（分譲マンション）につきましては、９月３０日に竣工、現在、内覧を経まして１２月１２日

より随時入居が開始されているところでございます。 

子育てプラザ整備事業（街なか子育てひろば）ですが、１０月１日にプレオープンし、土地

区画整理事業の完了を記念して開催しました永楽まちびらきフェスタと併せて１０月１５日に

開所式を執り行っております。当日は、商店街でも百縁市やイベントが行われ、来場者数は全

体で約２万人の方が訪れました。これまでの商店街来街者は高齢者の方が多くを占めておりま
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したが、子どもを対象としたイベント構成であったこともあり、多くの子どもたちの姿があっ

たことが特徴的でございました。今回イベントで、改めて中心市街地は多世代交流の場として

の機能を持ちうることを実感したところでございます。 

資料にはございませんがこれら３つの核事業以外では、土木管理課によります歩行者空間整

備事業、都市計画課によります都市サイン整備事業、商工観光課によりますソフト事業などが

年度内完了に向け現在も取り組みを行っております。来年２月にはコンパクトなまちづくりセ

ミナーを開催する予定でございます。 

また、６月の委員会でもご報告させていただきました中心市街地活性化基本計画等事後評価

につきましては、概ね予定どおりに作業を進めております。１０月から３回を予定しておりま

した商店街来街者への意識調査アンケートについては、１２月１日に終え、現在は、１２月

１４日、昨日からの２週間、国が定めます都市再生整備計画の事後評価シートによります原案

を本庁・支所及び各公民館に配置し、ホームページと併せて公表し、市民意見を募集しておる

ところでございます。 

今後は、意識調査アンケート並びに市民意見の結果につきまして整理を行い、飯塚市中心市

街地活性化基本計画等評価委員会での審議を踏まえ、２月中旬に予定しております飯塚市中心

市街地活性化協議会で意見をいただいた後、３月末に国へ報告する予定となっております。 

簡単ではございますが、中心市街地活性化の取組状況につきまして報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

暫時休憩します。 

休憩 １４：５５ 

再開 １４：５５ 

委員会を再開します。 

次に、「「飯塚市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進捗状況について」、報告を求めま

す。 

○総合政策課長 

 「飯塚市まち・ひと・しごと創生総合戦略」につきましては、少子高齢化や人口減少が進行

する中で、都市圏への人口流出に歯止めをかけ、地域の活力を持続することを目的といたしま

して、昨年１０月に国の「地方創生法」の規定に基づきまして、策定したところでございまし

て、平成３１年度までの５年間を計画期間としておるところでございます。 

 このたび、策定から半年間ということでございますけれども、平成２７年度の進捗状況につ

きまして、各担当所管による内部評価を実施しました後に、外部委員による検証を実施いたし

ましたので、その内容、結果等につきましてご報告いたします。 

 本日、お手元にございますＡ４判両面１ページから７ページの資料のほうをごらんいただき

たいと思います。 

資料１ページ及び２ページのほうに、今回、実施いたしました進捗状況の検証について、記

載をさせていただいております。この進捗状況の検証につきましては、地方創生法の規定に基

づいて、国が示しております方法により、本年１０月４日、住民代表、産業界、行政機関、大

学、金融機関、報道機関等の関係団体の代表者や有識者等によります外部委員会１３人で構成

いたします「飯塚市総合戦略推進会議」を開催したところでございます。 

進捗状況の検証事項といたしましては、国の交付金を受け平成２７年度に実施をいたしまし

た「地方創生先行型交付金」、この対象となりました８事業、及び本市の総合戦略に掲げてお

ります４つの基本目標に関する目標値８項目についての検討をいただきまして、その主なご意
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見・提言につきましては、お手元資料の３ページのほうにその要約をまとめさせていただいて

おります。その主な意見といたしまして、重要業績評価指標でございます、いわゆるＫＰＩの

設定内容の妥当性に関する意見、及び今後の事業の展開において、より効果が得られるよう、

取り組むべきであるとの意見、合わせまして、今後、事業の進展に伴いまして、効果が現れる

ことを期待するといったようなご意見をいただいたところでございます。 

 次に、めくっていただきまして、４ページ、５ページをお願いいたします。こちらのほうが、

先ほど申し上げました「地方創生先行型交付金」の対象事業の８事業についての検証結果を、

右端のほうに記載させていただいております。 

 この方法につきましては、先ほど申し上げました国が示しております評価の判定区分に基づ

きまして、ＫＰＩの達成度、総合戦略ＫＰＩ達成に関しまして、「有効であった」か、あるい

は「有効とはいえない」かという２つの区分にて評価をいただいておるところでございます。 

４ページ、５ページの右端のほうにそれぞれ事業ごとの評価結果を記載させていただいており

ます。 

判定の方法につきましては、推進会議においていろいろと検討がなされまして、１３名によ

る委員がいらっしゃいますが、多数決方法ということでいろいろ議論がなされましたが、最終

的にはそれぞれの委員の多数決によりまして、それぞれの事業、「有効であった」か「有効と

はいえなかった」かという評価がなされたところでございます。それは、先ほど申し上げまし

た４ページ、５ページの一番右に、その結果を表記させていただいております。 

結果といたしまして、８事業中、網掛けをしていない部分、４ページで申し上げますと２番

目、それから５ページで申し上げますと上から３番目、この２つの事業については、結果とし

ては、「有効とはいえない」という最終的な判断になっております。しかしながら、この事業

そのものに対するものとしては、「取り組み自体を否定するものではなく、現時点で事業効果

が、まだ現れていないというふうな状況もあるので、今後、ＫＰＩの設定も検討しながら、よ

り効果が得られるよう、引き続き取り組んでいただきたい。」とのご意見をいただいていると

ころでございます。 

 続きまして、ページをめくっていただきまして、６ページ、７ページでございますが、こち

らにつきましては、総合戦略、先ほど申し上げました４つの基本目標に関する目標値を８項目

設定いたしておるところでございます。こちらにつきましても、各所管課によりまして内部評

価を行い、この結果に基づきまして、この表にございますとおり、右端、それぞれの右端でご

ざいます、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅという形で評価をいたしておるところでございます。 

 この結果につきましては、７ページの右下のほうに、集計表として記載をさせていただいて

おりますけれども、この内容につきましても、先ほど申し上げました期間が半年間という短期

間であったこともあり、今後、効果等が現れる部分も想定されることから、今後とも十分な事

業の推進を行っていくことを期待するとの意見をいただいているところでございます。今後と

も、Ａ評価目標達成１００％以上という事業に達するよう取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

なお、進捗状況の検証に関する関係資料等につきましては、今後、市のホームページ等に掲

載いたしまして、広く公表していきたいというふうに考えております。 

以上でございますが、報告のほうを終わらせていただきます。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「平成２８年度職員採用試験の実施状況について」、報告を求めます。 

○人事課長 
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 平成２８年度職員採用試験の実施状況につきまして、説明させていただきます。 

 平成２８年度の職員採用試験につきましては、去る１１月１９、２０日の両日、第２次試験

を実施いたしまして、１２月２日に、７６名の第２次試験合格者を発表いたしております。そ

の実施状況について、ご報告申し上げます。 

資料を提出しておりますので、ごらんいただきたいと思います。 

左側の試験区分の欄をごらんいただきますと、本年度の職員採用試験につきましては、一番

上の行政事務上級から最後の保健師まで、１０の試験区分におきまして、一番下の合計欄でご

ざいますが、３４名程度の採用予定数に対しまして、７４１名の申し込みがございまして、

４９６名が１０月１６日の第１次試験を受験、１１月２日には、１２２名の第１次試験合格者

を発表いたしました。 

このうち、第２次試験におきましては、全区分合計で８９名が受験いたしまして、第２次試

験の受験率は、全体で７３％でございました。 

次に、第２次試験の合格者数でございますが、表の一番右側、区分ごとに上から、行政事務

の上級が３６名、初級が８名、身体障がい者対象が４名、ＵＩＪターン枠が４名、学芸員が

５名、土木上級が５名、土木民間企業等経験者枠が２名、電気が３名、化学が３名、保健師が

６名の合計７６名となっております。 

今後の予定でございますが、最終の第３次試験を１２月１７日、１８日の両日実施を行いま

した後、最終合格者の発表を１２月下旬に予定しているところでございます。 

 以上簡単でございますが、「平成２８年度職員採用試験の実施状況について」の報告を終わ

ります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「議案第１７０号 飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例」を議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○人事課長 

 「議案第１７０号 飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」に

つきまして補足説明を行います。追加議案書の１ページをお願いいたします。 

本条例の改正につきましても、今年８月の人事院勧告におきまして、多様な働き方実現の一

環として、介護休暇等取得の利便性向上を図るため、「育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律」が改正されたことに伴いまして、本市の関係規程を整備

するとともに、職員の疲労回復を促進し、事務効率の向上を図るため、昼の休憩時間を１５分

延長し、勤務時間を原則、８時３０分から１７時１５分までとするため、本案を提出するもの

でございます。 

まず、本年度の人事院勧告のうち、介護離職防止に関する主な内容といたしましては、「介

護休暇の分割取得」や「介護時間」の新設等、仕事と介護の両立を図るものとなっております。 

一方、職員の休憩時間につきましては、現在、「飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例」の規定に基づきまして、勤務場所によって時間帯が異なる場合がありますが、１２時

１５分から１３時までの４５分間を基本として、昼休みの休憩時間としております。 

しかしながら昨今、職員一人当たりの業務量も増大傾向にございまして、少しでも、何とか

職員の心身疲労の効果的な回復が図れないかと、来年４月１日からの実施に向け、鋭意、労使

協議を進めてまいりましたが、このほど、協議が整いましたので、次のとおり、昼休み休憩時

間を１５分延長し、原則、正午１２時から１３時までの６０分間に変更し、その１５分を

１７時から１７時１５分に振り替えるものでございます。 
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まず、各施設の対応でございますが、本庁舎、穂波庁舎及び各支所につきましては、開庁時

間を職員の勤務時間に合わせ、朝８時３０分から夕方１７時１５分まで、１５分延長いたしま

す。なお、延長窓口につきましては、これまでどおり、１９時までといたします。その他の施

設につきましては、現行どおり変更なしといたしますが、現在、「飯塚市職員の勤務時間、休

暇等に関する規程」におきまして、「特別の形態によって勤務する」とされている職員のうち、

運動指導員、クリーンセンター及び環境センター、市場管理事務所、オートレース場、給食セ

ンター、歴史資料館、生涯学習課、男女共同参画推進センター等につきましては、その勤務体

制の中で、６０分の休憩を取るものといたします。 

また、任期付、再任用、嘱託、臨時職員につきましても同様といたします。 

なお、休憩時間の例外といたしまして、小中学校に勤務する教員、保育所、こども園に勤務

する職員につきましては、事務職等とは異なる業務内容に鑑みまして、現行どおり４５分とい

たします。 

職員といたしましては、育児や介護等のため、これまでどおり１７時の退庁を希望する者や、

あるいは、半日の休暇の取り方につきまして、午前中、１２時１５分まで勤務することを認め

るなど、公務に支障がない範囲におきまして、対応してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

これらを参考としました本条例の具体的な改正内容につきまして、新旧対照表にてご説明申

し上げます。 

 ４ページをお願いいたします。「飯塚市職員の勤務時間、休暇に関する条例」第１条関係で

ございますが、表の上段、第８条の２につきましては、深夜勤務制限の対象となる子の範囲を、

「特別養子縁組の成立についての請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合、当該

子を現に監護する職員」、また、「里親として委託されており、かつ、養子縁組によって当該

子の養親、以後養親と呼ばせていただきます、養親となることを希望している職員」を養育す

る者に対しまして、深夜勤務制限の対象となる子の範囲を広げるものでございますが、さらに

規則におきましても、「養子縁組里親として当該子を委託することが適当と認められているに

も関わらず、実親等が同意しないために養育里親として委託された職員」につきまして、深夜

勤務制限の対象となる者として定めるため、改正するものでございます。 

次に、５ページの上段でございますが、第１５条第１項、介護休暇でございます。これまで

は、連続する６カ月の期間内に取得する必要がございましたが、これを最大３回まで分割し、

通算で６カ月を超えない範囲で、つまり連続しない６カ月の範囲内で取得できるようにするも

のでございます。 

その下の部分、第１５条の２が新たに挿入されております。これは「介護時間」制度の新設

でございまして、前出の介護休暇の期間と重ならない連続する３年の期間内におきまして、

１日２時間を超えない範囲で無給の時間休暇を請求できるもので、ここまで、第１条関係は平

成２９年１月１日を施行期日とするものでございます。 

次に、同じページの下のほうをごらんいただきますと、第６条におきまして、昼休みの休憩

時間、６０分への変更に対応し、これまで、『１日の勤務時間が６時間を超える場合におきま

しては「４５分」、８時間を超える場合におきましては「１時間」の休憩時間』としておりま

したところ、それぞれ、「少なくとも４５分」、「少なくとも１時間」と改正するものでござ

います。 

さらに、その下から次の６ページにかけてでございますが、第８条の２につきまして、これ

は児童福祉法におきまして、「養子縁組によって養親となることを希望している里親」のこと

を「養子縁組里親」というふうに読み替える改正の施行日が、平成２９年４月１日であること

から、法に基づく文言の修正につきまして、さきほどの第６条とともに、第２条関係の施行期

日を平成２９年４月１日とするものでございます。 
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最後に、附則第２項関係でございますが、「飯塚市保健センター条例」第６条でございます。

先ほどご説明申し上げました昼休み休憩時間延長に伴います、穂波庁舎の開庁時間延長に合わ

せまして、保健センターの開所時間を午後５時１５分までに延長するものでございます。 

以上、簡単でございますが議案第１７０号の補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○川上委員 

 飯塚市では、昼休み時間を過去休憩４５分、休息１５分で６０分、実質的に昼休みがあった

時期が続いておったのを、その後休憩時間の４５分のみとするようにしました。この間、どう

いった面で困ったことがあったのか、お尋ねします。 

○人事課長 

 昼休み４５分にした当時におきましては、職員の意見を聞きながら、そのように１５分間の

休息時間を省いて、４５分の休憩時間といたしたわけですが、その後４５分の休憩時間では短

いと言ったようなご意見も出まして、４年前、４年位前になりますが、一度６０分に戻そうと

いうことで、いろいろ協議をしてまいりましたが、やはりどうしても１７時に退庁したいとい

う職員もございました。そういった面もございまして、さらに協議を進め、今回改めて議案と

して上程させていただいたという経緯がございます。 

○川上委員 

 少なくともというところで、職員の皆さんの利益を図っておると、便宜を少し図っておると

いう工夫はわかるんですけれども、従前の休息時間１５分ということについての考え方につい

ては、市としてどうなのか。また、労働組合との協議の過程でそのことはどうなったのか、お

尋ねします。 

○人事課長 

 市の立場といたしましても、職員の疲労回復、これを何とか図りたいというところで、労働

組合のほうに協議を申し込みまして、双方協議をしてきたというわけでございますが、組合の

ほうからもいろんな意見が出た中で、先ほどご説明をいたしましたが、どうしても１７時に帰

りたいという職員に対しましては、その事情をしんしゃくして対応できるようにしたり、ある

いは職場によっては現行どおりというふうにしたり、柔軟な対応をしてきた結果、今回合意に

至ったという経過でございます。 

○川上委員 

 その休息時間については、どういう市のスタンス、また労働組合との協議の過程では話にな

ったのか、なってないのか、お尋ねします。 

○人事課長 

 休息時間の考え方につきましては、以前から、変わっておりませんで、あくまで４５分、

６時間を超えない範囲では４５分、８時間を超える場合は１時間の休憩時間の中で、実施をし

ていきたいというふうに考えておりましたが、休息１５分伸ばすことで、勤務時間がどうして

も１５分、延びます。その後、例えば時間外勤務をする職員につきましては、１５分の後も、

休息が必要であれば、休息をしていただくといったことも柔軟に対応できるようなっておりま

すので、あくまで職員の疲労回復を図りたいというところで休息時間についても柔軟な考え方

となっております。この件につきましては、労働組合とも話をして、あくまで目標である、職

員の疲労回復が図れるように万全の体制で臨みたいということで、協議が整ったところでござ

います。 

○川上委員 

 旧の場合はですね、休息時間１５分それから休憩時間４５分で昼休み６０分実質取って、そ

して５時退庁ということではなかったかと思うんですよ。だからその休息時間を入れると５時
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１５分退庁になるということではなかったと思うんですね。そこのところ、どういうふうな市

のスタンスか、労働組合とはその辺についてはどう、もとに戻すという言い方は乱暴ですけど、

いう議論はどうだったかということをお聞きしてるんです。 

○人事課長 

 申しわけございません。休息時間という概念自体は、廃止したときと同じで現在もありませ

ん。その点につきましては、労働組合とも話をしております。 

○委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

○川上委員 

 私は議案第１７０号を賛成の立場で討論します。昼休みが事実上、従前６０分であったもの

が、４５分になってですね、さまざまに弊害が生じておると思います。こうした中で、労働組

合とも協議をし、今回のように改善したことについては一歩前進だというふうに思ってのこと

ですけれども、しかしながら、従前、市職員が獲得していた権利、休息１５分について、廃止

したままというのはですね、今後改善するべきだというふうに思いますし、この際、申し上げ

ますと、昼休みに消灯していますね。畳で横になるスペースもないし、食事も執務室でしてい

るということで、本当の意味での休憩ならない。それから、市民が来れば、電気を付けて対応

していかないといけない職場もあります。そういったことでは、執務スペースにいるわけです

から、休憩とは言えないわけです。事実上、そこに拘束されている、手待ち状態になんです。

サービスを求める相談のある方が来れば対応しなければならないという点ではね、労働時間に

等しい状況がずっと続いてきたと思います。これについてもですね、一歩前進は認めるもので

すけれども、本当の意味での休憩ができるようにですね、引き続き、急速に改善してもらいた

いというふうに述べて討論を終わります。 

○委員長 

 ほかに討論はありませんか。 

（ な  し ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第１７０号 飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例」については原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 

次に、「議案第１７１号 飯塚市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」を

議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○人事課長 

 「議案第１７１号 飯塚市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」につきま

して補足説明をいたします。追加議案書の７ページをお願いいたします。 

本条例の改正につきましても、先ほどの給与関連条例と同様、今年８月に出されました人事

院勧告に基づく、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の改正に伴いまして、本市の育児

休業関係規程を整備するため、本案を提出するものでございます。 

まず、これに関連する人事院勧告の主な内容といたしましては、まず、法律におきまして、

「育児休業等の対象となる子」につきまして、児童福祉法などに定められる「里親」の規定に

係る子の範囲を広げた上で、条例におきましても、「養子縁組里親として委託することが適当

と認められているにも関わらず、実親等が同意しないために養育里親として委託された子」に
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つきましても対象とするほか、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和する内容となっており

ます。 

これらを参考としました、本条例の主な改正内容につきまして、新旧対照表にてご説明申し

上げます。議案書の１０ページをお願いいたします。 

「飯塚市職員の育児休業等に関する条例」第１条関係でございますが、表の上段、第２条第

３号アの（イ)につきましては、これまで、育児休業の申し出の時点で１年以上在職している

非常勤職員の養育する子が、１歳に達する日を超えて、引き続き雇用されることが見込まれ、

かつ、１歳に達する日から１年を超えて、継続雇用される見込みのある者を育児休業取得対象

者としていたものを、同様に養育する子が、１歳６カ月に達する日を超えて、引き続き雇用さ

れることが見込まれれば、取得できるように、つまり、条件を緩和する方向で、改正するもの

でございます。 

次に、中段から、やや下の辺り、第２条の２でございますが、先ほど少し触れさせていただ

きましたが、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の改正による、「里親」に係る子の範

囲を広げた上で、さらに条例におきまして、「養子縁組による養親として委託することが適当

と認められているにも関わらず、実親等が同意しないために養育里親として委託された子」に

つきましても、育児休業の対象となる子として定めるため、改正するものでございます。 

次に、１１ページの中段、第３条から下の部分ですが、第２号が新たに挿入されております。

これも「里親」と、その子に関する内容でございますが、現に育児休業中の職員が、「新たな

子」に対して育児休業を取ろうとするときは、現に取得中の育児休業が取り消されるわけです

が、それが回復される要件に、「新たな子」との里親の関係が消滅したことを加えるものでご

ざいます。 

また、次の１２ページの中段、やや下の部分でございますが、第１１条第２号が新たに挿入

されております。これも同様に、今度は、育児短時間勤務終了から１年以内に同勤務をするこ

とができる特別の事情の一つに、第３条第２号でご説明申し上げました、新たな子との里親の

関係が消滅したことを加えるものでございます。 

次の１３ページの中段、第２０条第２項につきましては、先に「議案第１７０号 飯塚市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」案の補足説明で申し述べました、

「介護時間」を取得している職員が、育児に関する部分休業を取得しようとするときは、介護

時間と合わせて１日に２時間以内とする規定を追加するものでございます。 

その下、第３項におきましては、非常勤職員の部分休業につきまして、改正されました「育

児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に規定されておりま

す、いわゆる「介護をするための時間」を取得している職員が、育児に関する部分休業を取得

しようとするときは、「介護をするための時間」と合わせて１日に２時間以内とする規定を追

加するもので、ここまでが第１条関係となりますが、平成２９年１月１日を施行期日とするも

のでございます。 

最後に、第２条関係でございますが、先ほどご説明申し上げました、第２条の２につきまし

て、児童福祉法におきまして、「養子縁組によって養親となることを希望している里親」を

「養子縁組里親」というふうに読み替える改正の施行日が、平成２９年４月１日であることか

ら、施行期日もこれに合わせ、法に基づく文言の修正を行うものでございます。 

以上で、簡単でございますが議案第１７１号の補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 
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（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第１７１号 飯塚市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例」ついては原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。

暫時休憩します。 

休憩 １５：２８ 

再開 １５：４０ 

委員会を再開いたします。 

本委員会に付託を受けております入札制度に関し、執行部より「工種変更をする場合の格付

け」及び「ＳⅠ等級の位置づけ」について説明したい旨の申し出があっておりますので、「入

札制度について」を議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、「入札制度について」を議題といたします。執行部の説明

を求めます。 

○契約課長 

１１月１日に開催されました総務委員会において、ご質問がありました市が発注する建設工

事の競争入札に参加する市内業者の格付に関する「前年度と異なる工種を希望する場合の格

付」及び「Ｓ１等級の位置づけ」につきまして、１１月２２日に入札制度検討委員会を開き、

検討協議いたしましたので、その結果を報告いたします。 

まずは、先月、１１月に近隣市町の状況を調べましたのでご報告いたします。配付しており

ます資料をお願いいたします。 

格付等に関する調査結果集計表でございます。項目の６番目ですが、前年度と異なる工種に

変更する場合には、総合点数どおり格付している自治体が１５自治体、新規業者と同じ取り扱

い、最下位に格付している自治体が８自治体でした。 

このように、総合点数どおり格付している自治体もあれば、最下位に格付している自治体も

あります。入札制度の格付の設定は、他の調査項目からもわかりますように、各自治体で決め

ていることであることから、これが正解というものはないと考えております。 

本市では、入札の実施にあたっては、市内業者の育成、品質の確保、競争性の確保、公平性

の確保を基本原則として考えております。 

まず１点目の「前年度と異なる工種を希望する場合の格付」について、前年度と異なる格付

のある工種を希望した場合には、変更初年度にかぎり、総合点数に基づき格付される等級の直

近下位、いわゆる１ランク下げて格付していることについて、総合点数どおりの格付をすべき

ではないかとの件につきましては、工種変更の乱発を防ぐこと、専門業者と土木建築一式工事

業者との受注機会の公平性の観点から、このような取扱いをしております。 

また、格付のある工種と格付のない工種では、工種変更に異なる取り扱いの部分があること

は理解しております。これは、工種によって、登録業者数に大きな差があるため、生じてくる

問題ではないかと考えております。 

したがいまして、本市としては、種々検討しましたが、工種間に登録業者数の差がある状況

を考えると、格付のある工種と格付のない工種での異なる工種への変更の取扱いにおいて平等

性が確保されていないように捉えられるかもしれませんが、現行制度の取り扱いが、業種変更

の乱発防止や業者数の少ない工種への変更は競争性を高めることにつながる。また業者の専門

性の向上にも資すると考え、地元業者の保護育成に資する制度であると再確認したところであ

ります。このことから現行のままとすることと決定いたしました。 
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また、「ＳⅠ等級の位置づけ」につきましては、平成２４年度にＳⅠ等級を創設した際に

「より大きな施工能力を要する大規模な工事において、さらなる品質を確保するため」という

目的で導入しましたが、絶対的評価での「Ⅰ等級基準の点数を１００点以上上回る」という要

件と、相対的に「Ⅰ等級の上位から２分の１まで」という要件の２つで位置づけを行っていま

す。この設定により、点数ではＳⅠ等級相当となりますが、Ⅰ等級という業者もでてまいりま

す。あくまでも、ＳⅠ等級の位置づけが、Ⅰ等級の中での位置づけであり、先ほども述べまし

たが、「より大きな施工能力を要する大規模な工事において、さらなる品質を確保するため」

という目的で導入されており、この点を踏まえ、このまま現行のⅠ等級の中での上位２分の

１までの位置づけで、おおむねⅠ等級全体の半分を確保することが妥当であると判断し、この

件につきましても、現行のままとすることといたしました。 

以上で報告を終わります。 

○委員長 

説明が終わりましたので、ただいまの説明に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

○坂平委員 

ただいまの説明で、工種変更をした場合、格付のある工種では１ランク下につけると。その

制度については変更しないということだが、格付のない工種では何ら制限がないと。この矛盾

についてどのように考えておられますか。 

○契約課長 

あくまでも今の格付のある工種と格付のない工種がありますので、それとこれとは異なる取

り扱いがあることは理解しておりますが、それはやはり、業者数の違いもありますので、ご理

解いただきたいと思います。 

○坂平委員 

格付をする意味合いというのはどういうふうに捉えてます。業者数が少ないから格付をしな

い。業者数が多いから格付をする。基本的に行政そのものが、あなた方はされてるのは、品質

の確保、これがまず一番にでてくるんではないですか。そのあたりはどんなふうにご説明され

ます。理解できるように説明をお願いします。 

○契約課長 

格付のある工種につきまして、品質の確保を第一目的としております。おおむね、３０者以

上あるところにつきましては、格付をしておりますが、それ以下のところには現在、格付がな

い状態になっております。 

○坂平委員 

だから、業者数が多いからね、格付をする、業者数が少ないから、登録業者数が、指名願い

を出す業者数が少ないから、格付をしないと。それはおかしいでしょう。矛盾が生じてますで

しょう。だからあくまでも格付をする、その意味合い、そのあたりをご説明いただけませんか。 

○契約課長 

特に、業者数の少ない工種としては、大体、専門工事が多くございます。その業者数が少な

い中、格付を設けますと、当然、競争性の確保等も取りにくくなってきますので、今のような

格付になっております。 

○坂平委員 

今の説明では全くその説明になってないんですよ。専門工種、専門業種に対しても、当然、

品質の確保、これは行政が一番に考えることですよね。競争性の確保、これも当然必要なこと

でしょう。でも全く、格付で経営審査、点数、これが、全く小さな業者、それと大きな施工管

理のできる、品質管理のできる業者さん、こういうものについても、格付はしないと。そのあ

たりが矛盾したところがあると思うんですよ。そのあたりをわかりやすく説明いただけません

か。 
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○副市長 

業者の数もさることながら、その仕事の内容が、例えば建築とか土木になると相応の技術力

とかいうものが必要であろうというふうに思っております。もちろん、専門の業務についても、

専門性が必要ではないとは申しませんが、比較的その辺はないというのが我々の判断です。そ

れともう一点、飯塚市が思ってるのは、品質確保が第一ではありません。地元事業所の育成と

いうのを、最大の、第一番目に位置づけております。その後に品質の確保とか等々ございます。 

品質の確保のときに、その事業者の格付になるのは点数でございます。で、この点数の中身

はいわゆる分析してみますと、自己資本率が大きいとか、技術者をたくさん抱えているとか、

前年の発注工事高が大きい、あるいは経営状況がいいということでございますので、もちろん

これは、一般社会通念でいえば、今、質問者が言われるように、大きな企業がそういう技術者

をたくさん抱えてる、たくさんの工事をしておれば、当然経験も豊富、だから、品質の確保も

できるであろうと、だから品質確保そのものに技術力がどうだとかいうことは、この中にはあ

まり入っておりません。ですから、うちは若干補足説明いたしますと、工種変更をやりますと、

わかりやすくいうと、年度年度によって、市が発注します工事が土木工事が多いときもある、

建築工事が多いときもある。それを見て工種変更を乱発されますと、それによってメリットを

受ける業者っていうのが、非常に一握りの業者、少ない業者になります。そうしますと、来年

はどうも土木がありそうだな、じゃあ土木にいこうと。もともと土木専門の業者、建築業者の

方がそこにおってあって努力されております。そうしますと、そこに行かれると絶えず市が発

注します業務の工事高の高いところに非常に参加できる機会がふえる。あるいは受注する機会

がふえる。それはいかがかということで、１年間だけは我慢してください。ですから、１年間

だけは、そうすると、それまで頑張ってこられたその次のランクの方でも、それは仕方ないな

と。これは複数年ですね、いや、とてもペナルティじゃないですけど、一番下までということ

であれば、これはまた事業活動の問題もあるでしょうから、１年くらいは我慢してくださいと。

２年目には当然、本来のとこに行くわけですから、そうしないと、絶えず、その一握り、数者

くらいおると思いますが、希望があるかどうかは別として、そういう事業者が絶えず、市が発

注する大型工事に発注できるという問題がある。これは不公平であろうというのが我々の判断

です、入札制度委員会の中の。 

それともう一点。品質確保でＳをどんどん点数を上げると、質問者が言われる考え方が持っ

てあるというのは、私は理解できます。それは、どちらかといえばそういう意図はないでしょ

うけど、市内業者の中でも非常に一部の大手事業者はですね、当然そういうふうな考えを持っ

てあるだろうと、私は推測します。私が事業者であれば、大手の事業者であれば、そうしても

らいたいなと思いますので、ただ、それをやるとＳⅠの業者は、あまり点数を上げると、今

１０者程度をめどにしておりますが、５者になる。じゃあ５者で絶えず、大きな工事の入札の

機会がふえる。これも不公平であろう。ですから、ＳⅠは１０者程度は導入したときに確保し

ようと言うことで、このＳⅠの位置づけをスタートしたわけです。ですから、工種の変更とＳ

Ⅰが減るとやれば、またその業者がある程度、絞られてくる。そういうところが絶えず大型工

事の発注、それは、飯塚市が目指すところの地元企業の育成には、基本的にならない。もちろ

ん、大型事業者の方は、それまでの努力とかいろんな経営でやって、今日があるということを

十分認めますけども、それは、これまでの経過、大きいところはより大きく、中くらいのとこ

ろは大きくなってもらいたい、これが市内業者、私は行政が目指す地元企業の育成というふう

に思っておりますし、そういう中で、委員会の中で現状どおり、当面はいこうというふうに決

定したと言うことでございます。 

○坂平委員 

 今、副市長のほうから、業者選考委員会の委員長である副市長のほうからご説明ありました

けど、去年、さきおととしかな、この業種変更、第２希望、この質疑のときにもですね、あな
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たが言われたのは、平成２７年度はそういった事業量が多かったと。ただし、これはあくまで

も今年度が、特殊的な事業の発注の形態であったと。２８年度については、そこまでの事業量

はないでしょうというふうなご説明あったんです。で、話は少し飛ぶかもしれませんが、鎮西

小中学校一貫校、これについても、基本的に、今回５分割されましたよね。これはＳⅠ業者が

５者しか、手持ちでない業者が残っておったと。これをどういった観点から、５分割したのか。

例えば、これを６分割、７分割。今言われる地場業者育成と、それが、第一ですよ、品質管理

ではございませんということで、あなた、今はっきりとお答えされましたよ。地場業者育成と

いう観点からいうならば、配置図を、その事業をされる前に私どももいただきました。その中

においては、５分割、校舎棟についても、４分割かな、されてますよね。しかも、これに体育

館が１分割、それにプールを、全くかけ離れたプールを合わせて５分割にしたと。じゃあ、地

場業者育成にならないでしょう。先日も、児童館、若菜小学校の児童館、これについても同じ

ことじゃないですか。 

○副市長 

 品質確保が全く関係ないってことじゃないんですよ。私が言ってるのは、まず、先ほどの担

当に言いましたように、地元業者の育成、品質確保、競争性、公平性、しかし、第一義的に考

えるのは、地元企業の育成ですよということです。どういうふうな分割したか、それで技術力

が上がったということで、前は飯塚市は１０億円を超えたらＪＶだったんですね。しかし、委

員の皆さん方の地元企業を育成しなきゃならんじゃないかと。分割できるところは分割できて

地元業者に発注してくださいよと。それは当然だろうと、私も思いました。ですから、今回分

割をやりました。どういう分け方するかというのは、これは大変申しわけないですけど、口は

ばったい言い方ですけど、これは行政サイドの問題です。ああせいとかどれを足すとか、もち

ろん今の進んだ建築技術ですから、非常に１階２階を分けるという例もあったと、極端なこと

を言われた議員さんもおりましたけど、分けるとそれだけ切っていいのかという問題もありま

すから、大方こういう分け方がいいだろうということで、１つだけが、金額が高い。あとは同

じような金額くらいにＳⅠで発注するから、できるだけ金額をそろえようということでやった。

これは、執行部側の執行権の範囲で責任持って分割したわけでございます。 

それと、もう１点ですね、鎮西中を発注するときに、１つ１５億円を切った。これは市外に

出しませんでした。市内でできるだけ受注してもらおうということで、ＳⅠとあとⅠ、Ⅰだっ

たですかね、そういう組み合わせで、細かいことはわかりませんが、これはあくまでも地元企

業を育成して、そこまである程度地元の企業さんの実力が上がったということで、従来１０億

という壁を今度は１５億円まで上げました。そして地元企業にだそうと。それと前回の委員会

で質問議員が地方自治は、最少の経費で最大の効果ということ言われました。基本的に最少の

経費で最大の効果というのは分離分割になじまないんですよね。一括発注したほうが、いろん

な意味で、その行為だけに限ってみれば、安くあがる。ただし、それでは、地元企業の育成に

もならない。もちろん地元企業に発注すれば、地元に利益が落ちる、税金が入る、雇用が発生

する。そういうことを受けて分離分割してるわけです。ですから、分離分割を何もかも細かく

切ってですね、やればいい。これは、非常にまた経費もかかるし、不合理だし、効率も悪いと

いうことで、一般的に考えられる範囲で分離分割発注をやっているというのが実態でございま

す。 

○坂平委員 

 今、委員長が言われてますけど、私が言ってるのはあくまでも、一例を挙げて、今お話をし

ておるんですよ。鎮西小中一貫校については５分割されましたよね。そのときにも私が質問し

たのは、基本的これは蓋然性を持ってされたんではないですかという質問に対して、契約課長

のほうは、質問委員の言われるとおりですと。これはあくまでも想定ができて、手持ちでない

ＳⅠ業者、これは５者しか残ってなかったんです。で、事業主体を見れば、今建築課長は来ら
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れてないかな、これは一般的に専門の方が見られなくても校舎棟については４分割されてます

よね。で、プールそれと体育館がありましたよね。幸袋小中一貫校のように体育館の上にプー

ルが設置されると、これは一体のものですから、分割は難しいでしょう。でも、プールと体育

館。これは全く、違う場所にできるんですよね。だから、そういったことも踏まえて、私はあ

くまでも行政の執行権に介入してどうこうとは言ってません。ただ、あなた方はあくまでも、

地場業者育成、品質の確保は一番ではありませんよと言われるから、私が言ってるんです。地

場業者育成という観点からいうならば、わざわざそれを無理して合わせなくても、先日もされ

ましたよね、若菜の児童館。これＳⅠ等級の事業であったけど、運用要綱の中に１者以下しか

いない場合にはⅠ等級にすることも可能だという条文がありますよね。それを採用してされた。

ならばⅠ等級で品質管理ができるということであるならば、そういったことも当然、連動性が

あるわけですよね。だから私言ってるのは、あくまでも行政、一貫性がどこにも見えないんで

すよ。あくまでも、これは仕事の発注権は執行部、これ、ここでされてるでしょう。それに対

してとやかく私は言いませんけど、余りにも、その手法が一貫性がなく、その都度その都度の

形を常にやってこられてる。ここ３年ほどは、特にそういう形があります。 

以前も、私がお話したときには平成２８年度はそこまでの事業ないでしょうと、第２希望を

入札に参加させることも私が職員になって、過去に例を見てませんと。たまたまそのときに、

１回だけあったみたいですよ。だから、次年度からは、そういったことはないでしょうと。で

も、言った矢先に、もう２８年度、あってるでしょう。２７年度も第２希望は受注してやって

るでしょう、建築については。これだけの事業量があるわけです。事業の発注形態は今言われ

るように、あなた方が毎年、計画を立てて、事業計画を立てて、発注されてあるんですよ。だ

から、競争性、先ほども言うように競争性も確保するならば、そういったことも加味して、当

然すべきではないかということを私は言ってるんです。それで、工種変更はあくまでもその業

者の営業活動であるわけです。これを行政が制限することは間違っていると私は思います。業

者数の多少により格付は制度適用のあるなしを決める。その結果、工種変更に制限をかける。

これは全て執行部の勝手な運用ではないでしょうか。県内の、先ほど説明されましたよね。県

内の１５市が工種変更に制限をかけていません。これはあくまでも多数決じゃありませんけど、

県内の半数以上の自治体がこのような運用を行っているわけですよ。この状況を見て、選考委

員会の委員長である副市長、どんなふうに思われます。 

○副市長 

 この入札制度は、基本的にはその自治体、その自治体の、想像のところもありますけど、例

えば事業者の数とか、その過去からの、もちろんうちの入札制度も、過去をずっと積み上げた

結果が今日にあるわけです。ですから、担当課長が言いましたように、この入札制度、これが

正しいとかこれが間違いというものはありません。私もそう思っております。これはその自治

体その自治体に応じて積み上げてきた結果で、今日の入札制度があるというふうに理解してお

ります。 

ですから、そういえば逆に今度は８団体、こういうのは多数決でいくような代物ではないと

思ってます。多数はやっとるから、うちもしなさい、それは私は全く。ただし、最下位に、

８団体が、してる自治体があります。しかし、最下位までいくのは複数年、先ほどから言いま

すようにその企業さんの努力もあるでしょう。ですから、しかし、１年くらいはやはりそれは

我慢していただくということで、飯塚市としてはいこうというふうな決定をしたわけでござい

ます。ですから多数あるから全て多数でいくという入札が、それが間違えか正しいかというこ

とは、違法でない限りは多分、この入札制度はどこの自治体もいろいろ悩みが多いと思います

が、それはそこそこの自治体のいろんな事情によってこの入札制度があるというふうに理解し

ておりますから、１５自治体があるからどうだ、飯塚市としては、先ほどの地元企業の育成観

点から言うと、言われるようなことをすれば、特定の大型の企業が絶えず、受注機会の、変な
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言い方をすれば、多いところにいって、入札の確率が非常に上がる。それはちょっと専門でそ

こそこで頑張っておられる業者さんに対してちょっと若干不公平がある。であれば、１年だけ

は我慢してもらうというのが、飯塚市の判断です。 

○坂平委員 

 あくまでもですね、執行権で決定していると思うんですよ。この執行権という言葉はあくま

でも議会の不介入を訴えているような訴えに聞こえるわけです。しかし、我々議会はですね、

あくまでもチェック機関であり、執行部の決めた制度に矛盾があれば、これを正していなけれ

ばならないと思っています。私は、工種変更にかかわる制度には矛盾があると思います。あく

までも。委員会において、今まで、指摘をしてきたところではありますが、本当にこれが正し

い運用であるかどうか。今、委員長が言われるようにね、どれが正しいというのはないですよ。

ないと私も思います。ただし、他近隣市町村、県内を見てみると、やっぱり数多くそういった

形のものがあれば、当然、そちらのほうが、一番準用するにあたっては、一番いいんではなか

ろうかというふうに思うわけです。だから私は何度も言ってるわけです。 

この制度はですね、ある意味、業者の今、副市長が言われてますね、言葉で、あくまでも業

者の既得権、これを、一生懸命保護しようというような答に聞こえてくるわけです。まだ、終

わってません。ちょっと待ってください。あくまでも、業者の既得権を先ほどの説明から聞く

と、一生懸命、地場業者育成という言葉を使われてる。そして、大手企業、中小企業、小企業、

こういった形の中で専門職で専業職でやられてる業者さんのことを一生懸命保護しているよう

に私は聞こえる。それをするがために、今まで１００％入札、これが乱発されてあるわけでし

ょう。だから、そのあたりをよく考えていただいて、あくまでも行政は毅然たる形で、業者の

既得権を守ってやる必要性はどこにあるかなと。私はそのあたりをお聞かせ願いたいなと思い

ます。 

○副市長 

 業者の既得権とかいうことは私は正直言って、全く考えておりません。質問者がどう意図さ

れてるか私にはわかりませんが、質問者の言われてることは、逆に私から言えば、一部の、大

手事業者のことを代弁して言われてるしか聞こえないわけですね。これは、その解釈の違いか

もわかりません。しかし、それは飯塚市としてはできないと言うことで、私は中小の方とか、

そういうことではなくて、地元企業育成ですから、飯塚市の全体の事業所さんが皆さんそろっ

て成長してもらいたいと思うし、先ほど言いましたように、今の大型の事業所さんも今日まで

のいろんな積み重ね、努力があったから今日がある、それは認めてるんです。ただ、それを年、

年によって乱発していただくと公平性に欠けるから、１年くらい待つということで決めたとい

うことでございますので、既得権とかいう問題とは全く、私は念頭にありませんし、それは、

あくまでも地元企業の育成に資するというふうに思っておりますので、その辺だけはご理解を

していただきたい。 

○坂平委員 

先ほどからね、同じことの、基本的な考え方が違うんだろうと思います。しかし、あくまで

も、飯塚市は第２希望を取ってあるんですよ。一番当初にご質問したように。第２希望を、業

種によって指名登録の少ないところがあるがために、第２希望を取ると。では、何者から以上

が第２希望をとらなくていいんですか。この中にもありますよね。業者数の少ないところにつ

いては第２希望をとっていると。そのあたりをよく精査されるべきじゃないですか。業者数の

多いところ、先ほど言われてました、確か３０者以上あるところについては、第２希望はとる

必要性はないんじゃないですか。去年か、その前か、副市長が言われる中において、第２希望

の業者を活用した、過去にわたって活用した実績がございませんと。たまたま、この年だけが

第２希望が、業者数が少なく、事業量が多かったために、第２希望を活用しましたと。で、今

後はそれは、あり得ないことだということで、はっきり会議録にも残ってると思いますよ。だ
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から、今、私が、あくまでも入札制度についてということだから、あくまでも１つの意見とし

て述べさせていただいております。それは今言うようにね、業者数の少ないところについては、

第２希望をとってないと事業が進まないと言う契約課長からの当初の説明があったろうと思い

ます。ならば、業者数の少ないところ、これについては、第２希望、業者数の多いところは第

１希望だけでいいんじゃないですか。だから、これだけ、このことで２年、３年、ずっと議論

してますよね。そういう議論も、全く意味を成してない。あくまでもあなた方は執行権という

状況の中で指名選考委員会、それで全部決定しましたからと。指名選考委員会の中で、１２名

おられますよね。副市長がその委員長と。副委員長が総務部長と。あと、技術職の方々、それ

と事務職の方々。昨日の議案質疑の中においても、品質の確保ということでⅠ等級でも十分で

きる仕事という委員会の中での協議のもとに、Ⅰ等級を公募要件の中に入れましたと。じゃあ、

その方々の意見はどんな意見が出てるんですか。そのあたりを、今、総務部長もおられますよ

ね、契約課長もおられます。あと都市建設部長、次長おられますよね。それぞれの考え方、聞

かせていただけないでしょうか。 

○副市長 

 大変、質問者には申しわけないですけど、職員の委員にそういう意見をお聞きになるのは私

はいかがかと正直思っております。それとですね、今日の入札制度があるというのは、今日ま

での長い積み重ねと言いました。そして、事業者全体の、大多数のところから、この辺がおか

しいとかこの辺がちょっと問題あるというようなことも過去そういう要望で変えてきたところ

も、私がなってからは、そういうのはありませんが、そういうことも聞きます。でも、今回の

この件に関しましては、特段、事業者さんからそういう声も上がっていないし、それは今のま

まで、私は、当然、いいと思っておりますし、それと今言われた委員さんが、いろんな職員が

いろんな委員を兼ねております。トータルで私が委員長として取りまとめて、今ご報告いたし

ました。それに一人一人に、おまえはどうだ、おまえはどうだって聞き方はですね、私はなさ

るべきじゃないというふうに思っております。そこのところ、委員長、お願いします。 

○坂平委員 

 あくまでも質問ですからね、あなたがそれに対して、そのことに対して、あなたに答弁を求

めてないわけです。だから、委員の方々がおられるわけですから、それを聞いて悪いというこ

とはあるんですか。それは、聞いて別に差し支えないでしょう。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩 １６：１５ 

再開 １６：１５ 

委員会を再開します。 

○坂平委員 

私は、あくまでも、委員長の考え方、意見は今お聞きしました。ただ、委員会の中で、ほか

に１１名おられるんですよ。この方々が、どういった入札制度について、考え方、意見、それ

ぞれあると思うんですよ。それを取りまとめて、方向性を委員長が出されてあると思います。

だけど、それぞれの委員の方々の意見もあるんではなかろうかと思うわけですよ。そのあたり

をちょっとお聞かせ願いたいなと言うことで今お願いをして、質問してるわけです。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩 １６：１６ 

再開 １６：１７ 

委員会を再開します。 

○副市長 
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大変申しわけないですけども、この件に関しては、それぞれの意見が活発に出たかというと、

そうは、正直言って、出ておりません。ただ、確かに一部の中に質問委員が言われるように、

県下でも、１５市ぐらいしてたら、１つこういうことを検討してもどうかという意見はありま

した。ただ、先ほど私が全体として回答いたしました、こういうことについて、最終的な、取

りまとめることにつての異論は正直出ておりません。これでいこうということで、この入札制

度の委員会の中では、そういう決定をしたということでございます。 

○坂平委員 

 先ほどね、契約課長のほうは、私が聞きたいのは、格付はあくまでも品質の確保、これが目

的で格付というのをされてあるんでしょう。 

○契約課長 

 あくまでも、格付は先ほど言っていた品質の確保を目的としておりますが、それでも競争性

の確保も高めることもありますし、それぞれの格付をすることによって、入札機会を各業者に

公平性を持たせるということもありますので、業者の育成も含んでおります。 

○坂平委員 

 格付に公平性、どういう解釈したらいいんですか。私はお尋ねしてるのは、格付はあくまで

も品質の確保、これと、あくまでも点数でしょう、格付は。公平性とか云々じゃないんじゃな

いですか。あくまでも点数が格付の対象になるわけでしょう。ほかに何か、公平性があるから

格付を加点をするとか、そういうことじゃないでしょう。あくまでも格付というのは、点数で

資格を、なんといいますか、別表２でもあるように幾らから幾らまでが何等級ですよという格

付をされてあるわけでしょう。これはあくまでも点数でしょう。どっちですか。 

○契約課長 

 あくまでも格付につきましては、総合点数によって格付を行っております。 

○坂平委員 

 何度もしつこいようですけど、資格があるのに、あくまでも資格を、ペナルティなのか、何

なのかわかりませんけども、これを例えば、新規参入市外業者が新規に参入してくるんであれ

ば、わかりますよ。同じその市内業者、長年にわたって、地場業者という形の中でされてる業

者に対して、業種変更をすれば、格付を下げますよとか、あくまでも、資格と格付というのは、

先ほども言うように点数でしょう。これは何かペナルティをつけなきゃいかんというペナルテ

ィ的な感覚で受けとめられるような感じなんですよね。だから、先ほど委員長、言われてまし

たよね、業種変更をその都度その都度変えられても、そこの専門業種でされてる業者、これは

あくまでも企業の営業努力でしょう。私はそういうふうに解釈するんですけどね。そのあたり

を、十分加味するべきではないかなと思います。 

それで、市長にお尋ねいたします。今までやりとりを聞かれてですね、私の指摘では理解で

きただろうと思います。市長、聞いてますか。来年度の指名受付まではまだ時間もあると思う

んですよ。それで再度、委員長もおられますし、委員会において、諮問して検討していただき

たいと思いますけど、市長のご意見のほうをお聞かせ願いたいと思います。 

○市長 

 今、流れを聞いてましてですね、業種変更によって、１ランク下がるという形に対しては非

常におかしいじゃないかというお話で聞いておりましたけれども、きのうかな、新聞に載って

ましたけれども、市長は業者が市内であれば、市内にお金が回るからいいじゃないかと言うよ

うな話が新聞に載ってましたけれども、業者間の競争というのは、これは今質問者が言われる

ように、事業というのは競争ではあるわけですけれども、その競争の中で何かを変更して、競

争させるとか、また逆に、上げてとか、下げてとかいうことをやらない形での競争の中でやっ

たほうが、私はいいんじゃなかろうかという気もしますけれども、今のお話を、多分１１人か

な、今、委員の皆さんは。１１人の皆さんがもう一回その辺を考えていただいて、これだけ質
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問者のほうが言われてるから、また、委員長のほうもしっかり考えて答弁してると思いますん

で、検討というか、そういう時間はもう、取れんね。そういう意味では、私はランク下げると

いうことに対しては動かさないほうがいいという気が、今の答弁の行き来を聞いていて、それ

を感じました。執行部の考え方というか、委員会の考え方をご理解いただければという気がい

たします。 

○坂平委員 

 では、なぜⅠ等級の設定基準のみが、ＳⅠ等級の設定のみがⅠ等級の業者の半分を超えない、

この半分という基準はまさに相対的なものであると思います。この半分という意味合い、これ

はなんで、あくまでも資格は点数で、上位から半分までがＳⅠ等級ということで説明をされて

ますけど、これどういったことですか。資格はあくまでもⅠ等級、最下位から１００点を超え

るもの、これをＳⅠ等級として資格を与えますと。ただし、上位から半分ということで、ＳⅠ

等級の資格を与えてる。何度も言うようですけど、項中の破線、別表２、これ、１億５千万円、

これを今まで過去にわたっては、あなた方は採用してきたわけですね。この項中の中途半端に

税込み１億５千万、設計価格１億５千万円、これわからないような、解釈のしにくいような形

で、あなた方は設定している。このあたりも、もう一度、明確にきちっと整理をすべきだろう

と思います。だから、まずＳⅠ等級の格付、これに対して、どういったことで上位から１０者

までという形をとっているのか、説明ください。 

○契約課長 

 あくまでもＳⅠ等級の位置づけにつきましては、Ⅰ等級に格付けされたものの中で格付け基

準点数、例えば建築一式工事で言いますと、Ⅰ等級につきましては、総合点数が７１０点以上

がⅠ等級となります。そのⅠ等級の点数を１００点以上上回り、そのうちⅠ等級の上位から

２分の１までということになっておりますので、あくまでもⅠ等級の中の、より品質を求める

部分としての部分でＳⅠ等級という、基本、建築については、Ⅲ等級しかありません。Ⅰ等級、

Ⅱ等級、Ⅲ等級になります。その中のⅠ等級の中の、特別な位置づけとしてのＳⅠ等級の位置

づけを設けているということになります。ですから、今言われますように、点数でのこのよう

な格付じゃなく、上位から２分の１という形をとっております。 

○坂平委員 

 あなた、あくまでも格付は点数ということで、先ほどからあなた言われてるわけでしょう。

今の説明、全く、意味を成してないじゃないですか。そのあたりを、よく、わかりやすく説明

いただけませんか。何で上位から１０者なのか。先般の議案質疑のときにも、受注されたとこ

ろが、８２５点だったかな。これはＳⅠ等級の、点数でいうならば、ＳⅠ等級の資格はござい

ますということで、あなた説明されましたよね。そのあたりを、よく、わかりやすくね、ＳⅠ

の点数でいくんであれば、前回の総務委員会でも私言いましたように、ＳⅠ業者、点数でいく

ならば、５者なら５者しかできなかったとか、１５者なら１５者できましたとか、いうのが、

やっぱり点数で縛りをつけていくのが基準じゃないですか。だから、１つは、点数でいく、た

だし、上位から１０者までが格付ですよと。そのあたりが一部分、矛盾した形じゃないですか

ね。そのあたり、ご説明ください。 

○総務部長 

 質問委員言われますように、格付に関しましては、第一義的にはやはり品質の確保の面から、

点数によって格付を行っている状況でございます。これ、品質の確保という面から格付を行っ

ておるわけですが、加えまして、今おっしゃってあります、ＳⅠの等級ですね、これの設定に

関しましても、言われますように、２分の１という相対的な設定の仕方をしておりますので、

これが絶対的に正しいかどうかというのはあれですが、今のところ、この設定の仕方で、ある

程度、ＳⅠ等級の中にも、業者数を確保した中で、競争性を高めた中で、この格付の運用を行

っていく必要がありますので、そういった観点から、今のところ２分の１という形にしており
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ます。冒頭申し上げましたように、いろんな考え方はあろうかと思いますが、現在、飯塚市の

ほうでは、このような位置づけのもとにですね、設定をさせていただいておるという状況でご

ざいます。 

○坂平委員 

 今、副委員長、総務部長のほうから説明ありましたけどね、全く理解できません。あくまで

も、執行部の説明の中で格付は点数でいってますと、言われてあるわけでしょう。点数でしか

もⅠ等級、最下位から１００点以上をその基準としてますといって、ずっと今まで、説明され

てこられましたよね。そして、ＳⅠの資格を与えるのはどういった形なのかといったら、上位

から１０者までですと。では、この別表に、ここに金額まできちっと明記されてますよね、あ

なた方の一般競争入札要綱、実施要綱運用基準に。これ例規集にも載ってると思いますよ。で

も、この中で、上位から１０者だけって、資格はあくまでも点数でされてるんでしょう。以前

から私言ってるのは、点数でしているんであれば、これが１５者であろうと、５者であろうと、

６者であろうと、点数だから、あくまでも点数で、ＳⅠ等級とかⅠ等級とかいう区分はつけな

きゃいかんのじゃないですか。だから、こういうような、金額は設計金額税込みとすると、Ⅰ

等級の項中、１億５千万の部分を除くとか、余分な、ものすごくややこしい運用基準なんです

よ。解釈をどうとればいいかなと。Ⅰ等級の項中、１億５千万の部分は、予定価格税込みとす

ると、これ２通り書いてる。この破線をつけてる、この中を、この機会にきちっと整理すべき

じゃないですか。そうするとね、私どもも、私も余分な質問をする必要性がないし、行政が一

貫性を持って常にやっとけば、こういうことはないんですよ。ときには、こっちの要綱を採用

する、ときにはこっちの要綱を採用する。両方その自由にされてるじゃないですか。指名選考

委員会委員長は全部、権限を持って、執行権の範疇でされてるんですか。そういうような言い

方しか、私ども、質問の中でできてこないようになる。だから、言うように、子育てプラザ、

去年はＳⅠ等級１者で、ここに書いておるように、１者しかいない場合はこういう取り扱いを

すると、これあるじゃないですか。今回それをされたわけでしょ。だから、何で去年はそうい

うふうにしていて、２７年度していて、２８年度、また、変えるんですかと、そこなんですよ。

一貫性が全くないでしょうが。そして、先ほども、私が何度もしつこいようですけど、言いま

したように、蓋然性を持って、鎮西小中一貫校についてはされたんでしょうと。蓋然性という

意味合いわかるでしょう。予測される、想定される中で、あなた方はされてるんです。しかも、

５工区に分けた。これを、校舎棟については、４つに分けて、全くプールは別の場所にできて

るわけでしょう。体育館と別の場所に。それに対して委員長は経済効果がありますとか、とっ

てつけたような説明をされる。ここに建築課長がおるならば、それが分離分割じゃなくて、別

に基本的に発注しても何もおかしくない形のものがあったんじゃないですか。そういう積み重

ねがずっとあるから私も質問しているわけですよ。全て、あなた方の、自分たちの都合のいい

ような形形でね、そのときそのときでね、運用を、Ａの運用、Ｂの運用、やり方をされてるわ

けです。これは、飯塚市に本社を置く企業関係、これはいい迷惑ですよ。一貫性がないから。

どういうふうにすれば、そういう受注機会にあずかれるかなというふうなその考え方も出てく

ると思いますよ。だから、今言う格付、この点数で縛ってるというんであれば、今言う上から、

上位から１０者までと、これをきちっとわかるように説明してください。 

○副市長 

 ＳⅠ制度を平成２４年から、確か先ほど事務局いったように導入したと。このＳⅠをつくっ

たのは、確か、おそらく質問者が品質で同じⅠ等級の業者の中でも１番上と１番下では相当技

術的には開きがあるんではないか。品質の確保が果たしてできるのかという、それを私は、確

か当時ではある程度もっともな意見だなということで、このＳⅠ制度を取り入れたわけですね。

で、その時に、もちろん、点数、先ほどから言いますように、１００点以上として、１０者と

決めておりません。２分の１、大体１０者程度。では、なぜ１０者程度かというと、１０者ぐ
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らいいないと競争性が担保できないだろうということでＳⅠ制度は１０者程度でいきましょう

と。だから、今のところは１０者でいってますけど、ひょっとすれば２分したときに同じ点数

であれば１１者になる場合があるかもわかりませんけど、ということでございますので、その

辺は考え方の受け取り方の違いかなというふうに思っております。 

○坂平委員 

 副市長、それは説明にならんでしょう。あくまでも、あなた方は格付については、点数でい

ってますよと言われてるんですよ。私がそのことを質問して、ＳⅠ業者をつくった、格付をそ

ういうふうにつくった。私はその当時は総務委員会におりません。私が今季、総務委員会に入

ってきております。だから、そういう入札制度とかそういうことには、一切話は加わったこと

はありません。そのあたりが勘違いのなく。 

だから、あくまでも私が聞いてるのは、上位から１０者、これがわからないんです。点数で

いくならば、点数ということできちっと縛りをつけなきゃ。だから、それは、前々回ぐらいの

委員会のとき、私言ったんですよ。今のことを。制度を設けるんであれば、上位から１０者じ

ゃなく、点数で格付をしているんであれば、あくまでも点数を１００点でも、１００点じゃな

く１５０点でも２００点でもあげてもいいんじゃないですかと。今の点数からいうと、１５者

ぐらいをいると思うんですよ。Ⅰ等級の最下位から１００点以上というは。だから、この点数

というのはね、あくまでも、御存じだろうと思いますけども、企業はあくまでもこの点数を目

標にね、国、県、県でも格付があるんですよね。これは、１年１年変わらないんですよ。例え

ば、これは１回設定すると、例えば５年とか１０年、ずっとその点数でいく。で、民間企業と

いうのは、あくまでもその上位に行きたければ、それだけ努力をして、その資格を得ろうとい

うことで、努力して、事業に参加するんです。だから、行政が、上位から１０者までとかそう

いう決め方をされるとね、市内業者、努力しても、上位から１０者なら、自分とこが、例えば

１５番目にいて点数は満たしてるけど上に５者いるからそれを追い越さな行かん。その事業所

がその経営者が上を越えていかなきゃ上位に行かれないんです。だからそれをきちっと、やっ

ぱりこの機に、点数をきちっと、点数なら点数で格付をするということで、あなた方一貫性を

持って、いうならばそれできちっとやらなきゃ。そこが、毎回優柔不断で、こっちの形を採用

したり、こっちの形を採用したり。頑としてあなたが言われる業種変更はあくまでも１年間は

１等級下げるというんであれば、格付もきちっとやんなさいよ。それはやっぱりね、行政の一

貫性ですよ。それをしないから、いつまでもこういった議論をしなきゃいかん。どんなふうで

すか。 

○副市長 

 今、事務局が説明しましたように、ＳⅠの場合は１００点以上で、上位２分の１で１０者程

度ということですから、確かに、点数だけで格付するのであれば、点数だけで、ただ、飯塚の

場合は大きいところ違って、平成２６年くらいから大型工事の発注がつづいておりますが、せ

いぜい、次年度くらいまではある程度、多少残りはあると思いますけど、それ以降はあんまり

出てこない。そうすると、その決め方の点数もですね、これは柔軟になる場合があるかもわか

りませんけど、今２つの要件を合わせております、ＳⅠには。確かに、ご指摘のように、それ

をできるだけ、点数のほうに一本化できるように、これについては、検討したいというふうに

思っております。点数で、ある程度、今までの一貫性からいうと、うちはＳⅠ等級は１０者程

度が望ましいというふうに思っておりますから、逆に言えば、１０者程度になるような点数の

設定の定め方もあろうかと思いますけど、それは今２つの要件をしてるからあいまいだと、で

あれば、１つの要件だけで検討するということはやぶさかではございません。 

○坂平委員 

 ２つの要件を併用してるということであるならば、格付しなくて点数で縛りをつけていけば

いいじゃないですか。事業主体に、例えばこの別表２があるでしょう。これをね、きちっと整
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理してですよ、項中の中の破線とかしないで、上位から下には下ってこれるんですよ。聞かれ

てます、副市長。上位から下位には下りられるんですよ。この要綱は。下位から上に行くこと

ができないんです。あなた方は、そういう縛りを付けてる。だから、点数で縛りをつけて、格

付じゃなくて、点数で縛りつけても別に差し支えないんじゃないですか。そのあたりを両方加

味してますからということじゃなくて、先ほどから、あくまでも言われてるのは格付は点数で

すと言われてるんですから、そのあたりを、点数なら点数で格付を整理せんですか。 

○副市長 

 どういう意図で言ってあるのか、よく私わかりませんが、その点数で挌付することはやぶさ

かではございませんけども、では点数だけでいけば、工種変更しても、その点数が生きるから、

当然ではないかという話はやらないということだけは、それは従前どおりであるということだ

けは、１つ下で少なくともＳⅠにはいかないという縛りはですね、これはしとかないと今まで

やってきた、それこそ行政の一貫性がないというふうに思っておりますから。ですから、点数

だけで、今度は工種を変わったときに、その点数があれば、どこにいこうといつもＳⅠである

ということであれば、今まで飯塚市がやってきた入札制度の一貫性が全く壊れますから、それ

はきっちりと守ってですね、ただ、ＳⅠの決め方についてはその辺の関係を含めながら、きち

んと整理したいというふうに思っております。 

○坂平委員 

今、あなた、そういう制度をしたら、飯塚市の基本が壊れますと。あなたが壊したわけでし

ょう、基本的に。先日の、今、議案で上がってる件、あなたが壊したんでしょう。業者選考委

員会の中で壊したわけでしょう。違いますか。２７年度も、また話戻りますけどね、２７年度

と２８年度、２７年度は１者しかＳⅠがいなかったから１者でしましたと。じゃ、そのとき手

持ちでないⅠ等級が何者おりましたかとお尋ねしましたよね。そのときには４者おりましたと。

違いますか。あなたが言われてるのは、あくまでも自分を正当化してるけど、あなたが壊した

んでしょう、選考委員会の中で。これはあくまでもＳⅠ等級の事案ではありますけども、品質

の確保とか、そういうことをその委員会で協議ところ、Ⅰ等級でも可能だと。だから、同僚議

員の質問の中で、そのⅠ等級の業者がその仕事を受注したら、ＳⅠになるんですかと、それは

なりませんということで答弁されてたでしょう。だから、あなたが壊してるんですよ。 

○副市長 

 私が壊したとは決して思ってませんが、例のその１者、ＳⅠのとき１者でいれたじゃないか

と。その時は、総務委員会で、多少の批判はありましたけど、これからは１者入札もあり得る

ということをきちっと、確か総務委員会の中で、一部反対もありました。説明も、今の課長じ

ゃなくて、前任の課長のときにですね、やってたと思います。ですから、ＳⅠが１者いたから、

その前に落除きの関係で最終的に１つしかないでやったケースが確かあったと思うんですけど、

そういう行政の一貫性が、だから１者入札も認めましょうということで。ただ、今回の場合は、

ＳⅠの案件で、ＳⅠの事業者さんがいなかったから、あそこを準用して使ったということだけ

でございますので、その辺だけはご理解をお願いいたします。 

○坂平委員 

 ＳⅠの業者がいなかったって、あなた、いなくはないじゃないですか。第２希望のほうに、

昨年度、この入札制度のあり方について、あくまでも第２希望も直近１階級下位に置くという

ことでしてたけど、あくまでも、点数で、第２希望については資格を与えますといって、はっ

きり、あなたされてあるじゃないですか。だから、昨年、きちっと回答いただいてますよ。第

２希望も点数で格付はしなくて、点数であくまでも資格を与えますと、されてますよ。だから、

あなたが言われるＳⅠ等級がいなかったと。だから、話がまた戻りますけどね。第１希望で、

業者がいない、万が一、いなくなった場合に、第２希望を指名受け付けされてあるわけでしょ

う。違いますか。あなたのほうから、執行部のほうから、はっきりとね、格付はしないけど、
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点数で資格を与えますと、はっきり言われてますよ。 

○副市長 

 私が言ったかどうかちょっと記憶にございませんけれども、私の認識の中では、第２希望の

中には、ＳⅠの格付も、点数でというのと、どう違うかという問題があるかわかりませんが、

ＳⅠの格付はしないということでですね、私も認識の中では、それは第２希望ですよ、それは、

本来の第１希望じゃないから、第２希望で出された場合は、そうしないと。また逆に、点数で

格付しておれば、そのＳⅠとＳⅠという格付じゃなくて、点数でいって、先ほど言いましたよ

うに、１００点以上あって、１５者くらいいるのが、５者くらい漏れてるじゃないかいう話も

ありましたけど、そういうことで、点数だけで、ＳⅠという位置づけまで、点数があるからと

いうことで、それは私が答弁したかどうか、私は答弁してないと思いますけども、そういう解

釈のもとでやったのだろうというふうには思っております。 

○坂平委員 

 副市長が答弁しなくても、例えば契約課長なり、執行部側からの答弁がそういう、それをき

ちっと答弁されてますよ。もし、それがあったらどうされます。会議録、出して。おかしいで

しょう、あなたが今言われること。資格は与えますと、点数で与えますと。だから、直近１階

級下位におきますというのを改善して、点数で資格をみなしますと、第２希望についてはと。

そのときの議論の中で、あなたと、副市長と私が質疑の中で議論したのは、副市長はあくまで

もそういうふうな形をすれば、第１希望でだしたところと、直近下位に置くというのと、連動

性が出てきますよねと。そこまであなた言われたんですよ。おそらく、記憶があると思います。

ただ、あなたが、副市長のほうがあくまでも、指名選考委員会の中で協議をして、報告の中で

あなたがしなくても、ほかの方が報告の中でされただろうと思いますよ。それは明確に、第

２希望も点数で資格を与えますと。そういう捉え方をされて構いませんということで、私は聞

いてますよ。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩 １６：５０ 

再開 １７：０４ 

委員会を再開します。 

○坂平委員 

 市長に再度、お尋ねします。今、長時間にわたって議論をいたしておりますよね。このこと

について、再度、委員会に諮問していただいて、再協議をやっていただきたいと思います。最

高責任者である市長、ぜひそのあたりをしっかりと、内容は十分に理解されたろうと思います。

どういうことの議論を今しているかと。一貫性を持って、行政があるべき形のものを、一貫性

を、その都度その都度変わった制度を導入して、やっておるわけです。そのあたりが今後、こ

ういう一貫性のないようなことのないようにきちっと制度の見直しをしていただくような形で

お願いしたいと思います。 

○市長 

 今の話の流れの中でですね、やり方をいろいろ変えてきたというふうなことで、私、そのも

の自体が、ずっとこれに携わってやってるわけじゃないんで、どういうふうな形で変わってき

たかということに対しては、完全に理解はできてないんですけども。ただ、等級を１等級下げ

てっていう、１つのランクに入ってくるということも、それも変更というような形でいかがな

ものか。だから、この問題は、いろいろ変えてきたということに対するご質問が中心にあった

ような感じがしますんで、そういうことはないようにですね、それは委員会の中でしっかり認

識してもらってですね、委員長のほうの、質問者から言われる、変えてきたということに対し

てはどうなのかということは話さないかんと思いますけれども、今方向性として、こうあるべ
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きだということは、委員会の中で、しっかり煮詰めたことだと思いますんで、質問者のほうに

対しては私はご理解をお願いできればということでございます。また、ころころ変わってるこ

とに対しては、しっかりその辺は抑え正していきたいと思います。 

○坂平委員 

基本的に、この事業計画、これは行政が年次事業計画を立ててあるんですよね。年度当初に、

１月末までかな、指名受付は。その段階で業者数、格付、これも全部わかると思うんです。年

度事業計画はあるわけですから、そのあたりを十分精査されて、発注形態、以前この発注形態

のお話をした時にね、業者数に合わせて、行政は発注を、仕事を出してませんよというような

ご答弁もありました。でも、基本的に業者数が少ないがために、今回のようなことが発生して

おるわけですから、議案質疑の中にもありましたように、この時期に、業者がいないのに、こ

の時期に発注する必要性があったのかと。何度も言いますように、例えば、鎮西小中一貫校、

これも言うように７工区にも８工区にも、幾らでも、分散しようと思えばできるわけです。こ

れも、どういった意図でされたかわからんけど、プール、体育館棟にプールをくっつけてみた

り、全く、そういう要素がね、ここはこういうふうなことをしなきゃ施工はできませんよとか、

いうような状況であれば別。答弁の中で、幸袋小中一貫校のときには学校、校舎を利用しなが

ら狭い敷地の中で事業をしなければいけなかったからこういう形をとりましたというようなそ

のときそのときの言い逃れ、答弁。そういったことにしか聞こえてこないんですよ。だけど、

今回、鎮西小中一貫校については、あれだけの、広い敷地の中で業者数が何者入ろうと施工管

理、安全管理そういった面は別に問題はないというようなご答弁もあったと思います。それを

わざわざね、小さな工区数に、無理やり合わせたのか、意図的にされたのか、わかりません。

だから、そのときにも、私がしつこいようですけど、蓋然性を持って、あなた方はやられたん

ですかと言った時に、質問議員言われるとおりですと、いうことで、課長、しっかりと答弁さ

れましたよね。初めから、５者しかいないということわかってて、そういうことをしたという

のは、一部、行政主導方の官製談合にしむけたというふうに、新聞報道でもね、いろいろ、容

認したとか、いろいろ書かれたように、全くそのとおりだろうと私は思いますよ。 

そして、今回の分でしょう。昨年は子育てプラザ１者入札、今回は業者がいなかったという

ふうなことで資格のない業者を格上げした。でも資格のある業者が第２希望でいたわけですか

ら、一貫性を持ってするならば、それをあくまでも続けて、押し通してしておけば、こういっ

た質問もしなくてよかったと思います。だから、この機に、やっぱり、一般競争入札実施要綱

運用基準、こういったものも、きちっと、指名受付をする中において、全部、協議は終わりま

したと言われるけど、やっぱりこれはきちっと整理は、どこかの部分でしなきゃいかんわけで

す。誤解を招かないように。そして明確に、どこからどこまではこうですよということをしと

かないと、中がぼやっとした形で両方、どちらにもとれるような解釈がされるような形のもの

をとれば、総務委員会のほうに付託案件でしてますよね、入札制度のあり方について。これも、

私どもがいくら言っても、あなた方は執行部がその方向に向かなければ、頑と執行権でやられ

ればね、どうしようもないんですよ。そのあたりを、十分、執行部は考えていただいて、やっ

ていただくことが必要だろうと思います。だから、私が先ほどから何度もね、市長どうですか

といってお尋ねしてるわけです。あなたに、市長のほうに、最高責任者のほうに聞けば、私は

そのことについては余り詳しくないし、中身がよく理解できてないと、部分的にしか理解でき

ていないというようなご答弁のように受けるわけですけどね。そういったことが問題視されて

あるんであれば、そのあたりをよく中身を勉強していただいて、是は是、否は否、そういった

ことをね、きちっと整理をしていただきたいと思います。 

長々と委員の皆さん方には長時間にわたって、この入札制度についてのお話をさせていただ

きましたけど、ほんとにご迷惑をおかけしたという言葉が合うかどうかわかりません。長時間

おつき合いいただきまして、ありがとうございます。 
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○委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

○川上委員 

 きょうは、ランクづけの問題について、報告をされて、それについて、審査をするというこ

となんですけれども、そのことについて入る前に、一言だけ申し上げますと、私は、今の飯塚

市の入札制度にかかわる問題では、１００％落札率に見られるようなですね、高落札率をどう

防止するのか。本来、入札に必要な競争性をどう取り戻すのかということこそが問われており、

日本共産党としては、仮想の業者の設定による競争性確保ということも提案して、市としても

検討中というふうに聞いております。そこで、まずですね、お聞きしたいのは、この工種変更

の現在のランク下げの制度によって、それを承知の上で工種変更の手続きをした事例がどれぐ

らいあるか紹介してください。 

○契約課長 

 ２６年度から過去３年間の分をお答えしたいと思います。２６年度につきましては、全部で

４件あっております。土木から建築へ、のり面から交通安全へ、しゅんせつから土木へ、交通

安全から土木へ。２７年度につきましては、５件あっております。土木から解体へが３件、舗

装から土木へが１件、造園から土木へが１件、２８年度につきましては、２件あっております。

土木からしゅんせつへ、トビ・解体から土木へ。以上です。 

○川上委員 

 その中で、今の制度で１年は１ランク下げということになってるんだけども、その業者の中

から苦情が出たことがありますか。 

○契約課長 

 その３年間で仮に土木から解体へ行かれて、当然土木は、格付があります。解体はありませ

ん。この翌年にまた解体から土木へ戻られた時に、通常の点数よりも１ランク下の格付になり

ましたけど、そのときは１度問い合わせはありましたけど、運用基準等をご説明しましたら、

納得されたので、それから苦情はあっておりません。 

○川上委員 

 今後ですね、例えば、今２次総合計画作成中ですけれども、１０年間で何千億円という投資

的経費が組まれて、そして事業費にすればもう少し大きい工事発注になっていくことがあると

思うんだけども、そうした中でですね、今後、今のランク下げの制度の中で苦情がね、多数、

でてくるようなことが想定されますか。 

○契約課長 

 指名受付の際には、当然、格付のある工種から格付のない工種へいった場合、もし仮に戻れ

られる場合については、当然格付が１ランク下がりますということで、その辺のご説明した上

で、一応受付としておりますので、今後、そういった形での苦情があることは考えられないか

と思います。 

○川上委員 

私はですね、この件については総務委員会でもずいぶん質疑もあってね、そして、真剣に執

行部も受けとめて、他都市調査も行って、決定をしたことだろうと思うんですよ。日本共産党

としてはその決定は尊重したいと思います。それで今後ですね、公共事業、公共工事というの

が公共の福祉と住民の福祉に寄与する事業である、したがって、品質の確保も当然つながって

くんですけども、と同時に、地元の中小企業の育成、発展に寄与するようなものでなければな

らないという２つの点を捉える。その点から、先だっても申し上げましたけれども、国には国

のやり方があるでしょう。県には、県のやり方があるでしょう。各地方自治体には、その地方

自治体の歴史、伝統を踏まえた条件を踏まえたやり方があるわけで、ほかの自治体と必ずも横

並びにする必要はなかろうと思います。要は、市民と住民、それから地元の中小業者の声をよ
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く聞いてですね、今後、引き続き、適正に公共工事が行われるその制度を維持することだと思

います。くどいですけど、今の局面で、これまでの制度に何の問題もないと思いますので、ラ

ンク下げる話ですよ、思いますので、変えないという市の態度は支持したいと思います。質問

終わります。 

○委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（ な  し ） 

本件については、ご了承願いたいと思います。 

暫時休憩します。 

休憩 １７：１９ 

再開 １７：１９ 

委員会を再開いたします。 

お諮りいたします。川上委員から「市有財産の管理について」、所管事務調査をしたい旨の

申し出があっております。川上委員、その具体的内容の説明をお願いいたします。 

○川上委員 

 市有地のうち、平恒地区の観音寺の市有地、嘉飯山砂利建設に不法占拠されて久しいわけで

すけれども、現在裁判中であります。土地明渡し訴訟の民事裁判。それについて、現状、裁判

の経過、それから九州電力との問題も生じておりますので、その３つのテーマでお尋ねをした

いと思っております。よろしくお願いします。 

○委員長 

 お諮りいたします。本委員会として「市有財産の管理について」、所管事務調査を行うこと

にご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって所管事務調査を行うことに決定をいたしました。「市有財産

の管理について」を議題といたします。川上委員に質疑を許します。 

○川上委員 

 まずですね、不法占拠の状態、現状について、監視してると思いますので、お伺いいたしま

す。 

○管財課長 

 市有地の状況について、お答えいたします。現在の市有地上には、砂ふるい機などの機材や

プレハブ２棟、砂、タイヤ、そして、重機が１台おいてある状況でございます。また、掘った

溝とか法面に置いた砂などはそのままでございます。なお、機械の稼働は現在見受けられませ

ん。また、土砂搬出等の大型ダンプ等の出入りもほとんどを見受けられない状況でございます。 

○川上委員 

 今の監視の状況を継続する必要があると思いますけど、それについては当然というお考えで

しょうか。 

○管財課長 

１０月４日以降、土曜日曜を除く、ほぼ毎日、時間的には不定期でございますが、現地に行

って監視をしておりますし、今後も監視をするつもりでございます。 

○川上委員 

言いにくいことですけれども、夜間、土日というところが穴になると、思わぬことになりか

ねないケースがあると思います。今言った夜間、土日について、どういうふうにしたらよいの

かを考えておく必要があると、これは指摘をしておきたいと思います。 

それで、すでに、長期間にわたって、不法占拠されて、しかもそれがこの間の確認では、拡

大しているという状況ですから、私は、土地保全の仮処分申請をする必要があるのではないか
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ということを提案しております。なかなか皆さんのほうからは、そうですねっていう返事がな

いんですけど、ルールなんですよね。不動産侵奪罪該当事案についての。ですから、その後、

検討されたと思うんだけれど、どういう状況になっていますか。 

○管財課長 

 今、委員ご指摘の土地保全の仮処分の申請等につきまして、代理人、顧問弁護士に確認して

おります。弁護士によりますと、土地に関する仮処分には処分禁止の仮処分、占有権移転禁止

の仮処分等がございますが、委員がおっしゃいます、土地保全の仮処分というのは、ちょっと

何を意味するのか、ちょっと考えにくいというような回答でございます。また、営業禁止の仮

処分、占有地拡大を防止するための仮処分は法的にあり得ますが、今の段階では考える必要は

ないという見解でございます。 

○川上委員 

 それはですね、国有地の場合、不動産侵奪罪に関する通知が理財局から出ておりますけども、

土地の現状が取り返しのつかない状態にされることを防ぐという意味です。ですから、顧問弁

護士が何のことかわからないと言われるのは、ちょっと大変、言われているとすればですね、

大変驚いたというか。で、皆さん自身が、そのことについて、弁護士に持ち込んで、相談する

べき事項だと思います。土地保全なんです。それが、もう皆さんが保全できてない状況、崩さ

れていっている事態はもう掌握されてると思うけども。それで、今度は地下に、夜間、土日、

皆さんの目が届きにくいときにそういうことが起こったらいけないでしょう。起こったらいけ

ないですよ。だから、そういうこときちんと監視しながら、これ以上は許さないということで、

仮処分申請を提案してるわけです。ぜひ、検討してください。 

それから、今言った国の通知との関係でもね、刑事告訴の相談を、刑事告訴するべきだと提

案しております。刑事告訴するのは、皆さんにとってもね、自分の足跡、自分のしてきたこと

をきちんと振り返らないといけないというつらさがあるかもしれません。それから状況によっ

て家宅捜索、書類の押収、そういうこともあるかもしれません。しかし、この問題はね、一方

的にというわけにいかないんですよ。不動産侵奪罪該当事項と覚悟を決めて、調べてください

よ、該当しますよ、１００％。刑事告訴して、市民に対する責任を果たさなくてはならない。

これをしなければね、飯塚市役所というのはどういうところかということがずっとつきまとい

ます。そこで、それ申し上げた上で、土地明渡し訴訟民事裁判のほうの状況をお尋ねします。 

○管財課長 

 平成２８年９月２７日開催の総務委員会の場で本件土地明渡し裁判の状況についてご報告を

させていただいておりましたが、それ以降の裁判の進行状況についてご説明させていただきま

す。 

１０月４日及び１１月１５日の２回、弁論準備法廷が開かれております。まず、１０月４日

の法廷では、裁判所から原告及び被告に対し、和解を行うことについて考慮を求められると同

時に、判決を目指す審議も進めるとの考えが示されました。次の１１月１５日の法廷では、裁

判所から、原告飯塚市は和解を行わないため、訴訟を集中して進めるとの方針が示されました。 

なお、次回弁論準備裁判は、来年１月１３日金曜日午後２時に開かれる予定となっておりま

す。 

○川上委員 

飯塚市はこの間嘉飯山砂利建設とはさまざまな緊張関係にあり、裁判までしてきた間柄です

けれども、この業者は市との緊張関係、Ａという緊張関係があるのに加えて、Ｂというのを持

ち込んでくる。さらにＣという緊張関係を持ち込んでくる。そして、総括りで和解でもなんで

も相談してくるという、そういう弁護士抱えてるんですよ。ですから、このことだけでね、皆

さんは和解は絶対しないというふうに答弁しているんだけど、そういう総括りで第２、第３の

テーマをつくってくるということになってくると、大変でしょう。ですから、それを許さない
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というので、先ほどいった監視行動がきちんとしなければならないということと、和解は絶対

しないという覚悟を内外に明らかにしないといけないです。密室の中で、和解なんかしません

よというだけではだめです。市民にね、支持を求めていくという点でいえば、私は市報に裁判

の現状を報告するとかいうのは当然だと思うんですよ。市民はそれを知る権利が当然あります。

自分の財産だから。それから、ということで、和解、そういう意味でしないという、その決意

をもう一度、聞かせください。 

○管財課長 

 この和解でございますが、和解は裁判所から示されたものでございますが、１０月４日に和

解を考慮できないかということで、裁判所から求められたものでございます。それに対しまし

て、飯塚市で協議いたしまして、これについては、和解に応じないというところで回答いたし

まして、裁判所も１０月１５日の法廷で、原告飯塚市は和解をしないので、いわゆる判決に向

けた審議を進めるということの発言があっております。 

○川上委員 

頑張ってもらいたいと思います。とにかくね、飯塚市が和解すると言わざるを得ないような

環境と条件をどうつくっていくのかということで、相手側は来ると思います。非常に緊張して

ね、頑張ってもらいたいと思うんだけど。 

最後にですね、九州電力の関係です。嘉飯山砂利建設に付随してね、飯塚市が争っているの

に、相手に争っているのに、九州電力が電力を供給するばかりか、それを口実にして、自分も

不法占拠してるという状態が今社会的に見た姿なんです。これはまだ公表というか、広くは知

られていません。それで、知らせていく必要があるんだけど、九州電力への申し入れをね、ど

のように今やっておるのか、お尋ねします。 

○管財課長 

 今、ご指摘の件でございます。１０月１４日に財務部長、管財課が九州電力を訪れて、まず、

電柱等の撤去について求める要望をいたしました。これに対しまして、九州電力といたしまし

ては、電気事業法第１８条の縛りがあるので、供給を拒否する「正当な理由」がないかぎり、

相手方に対し電力を供給せざるを得ない立場であると、市が求める電柱の撤去はできないので、

改めて借地契約を結んでもらいたいというような発言がありました。これに対して、飯塚市の

ほうといたしましては、契約はできないという話をしております。これにつきまして、飯塚市

のほうとしましては、これはそもそも、電力、電灯用ではなく、動力用でわかっておれば貸し

付けるようなことはなかったというような話を私たちもやりました。九州電力から、今後、飯

塚市に出す申請書につきましては、動力用、電灯用とかいうことをわかるように示して申請を

することができますというような回答を得ております。 

○川上委員 

 今回の場合、供給約款を彼らが九州電力が飯塚市に見せればね、どういうものであったか、

すぐわかるんですよ。これはね、電力に関する法律がとか言ってますけど、供給約款に反した

行為があったならばね、解除できるわけでしょう。正当な理由がない場合はというふうになっ

てるわけだから、供給約款違反であれば、止めないといけないですよ、九州電力は。さらにで

すね、九州電力のこの間の行動を見てみれば、公序良俗に反する行為を九州電力が飯塚市に対

してもとっていると思います。公益事業体がそういうことしていいのかと。こういう公序良俗

に抵触するような行為を九州電力がしていいのかということなんです。それで、九州電力に対

しては、道路占用許可との関係もあるんですよね。こちらの線で飯塚市で不都合と判断した場

合、申し入れれば、いつでも自費にて撤去しますという誓約書を書いてるでしょう、所長が。

これ見せてね、道路占用のほうからもね、申し入れをするべきだったと思いますけど、それは

されていますか。 

○管財課長 
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１０月１４日に九電を訪問したのは、まさに今の誓約書の関係もございましたので、委員か

らご指摘受けておりましたので、誓約書のことについてもですね、まず、この誓約書について、

市にとって不都合な所為が確認された場合ということがありましたので、それについても一緒

に話をしました。それも含めて、回答はやはり電気事業法第１８条の、そこの縛りがあります

と。今、不法占拠のような形になって申しわけないという言葉はでておりましたけど、ただ、

今の状況で電柱を撤去したり、止めることはできないという回答でございました。 

○川上委員 

 これが止めることできるんですよ、先ほど言ったようなことを含めて。そうであれば、九州

電力が当初から電力事業に関する法律でいろんなことがあっても撤去できない、撤退できない

というのを、しないという覚悟を持ってね、飯塚市に誓約書を出したってことになりますよ。

こういう法律があるから、供給は続けなければいけないと。でも、飯塚市が何か言われたとき

には必ず直ちに自費を持って撤去しますって誓約書を出してるんでしょう。出すときからこの

誓約書を守らないという決意を込めて書いてるわけでしょう。こういうのをね、天下の九州電

力がしているという事実そのものもね、私は市報とか、いろんな機会に捉えてね、公表してし

かるべきだと思います。このこと申し上げて質問終わります。 

○委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本件については調査終了とすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本件は、調査終了とすることに決定をいたしました。 

以上をもちまして総務委員会を閉会いたします。 

 


